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税制調査会において各委員から出された主な意見 


 


 


【個人所得課税】 


 


 


【法人課税】 


 


○ 法人課税について、新成長戦略も踏まえて、日本に立地する企業の競争力強


化、外資系企業の立地促進のために法人実効税率を主要国並みへ段階的に引


き下げていくということで、是非、実行していきたい。課税ベースの拡大と併せた


法人実効税率の５％引下げ、中小法人に対する軽減税率の３％引下げについて、


税制抜本改革の一環をなすものとして、是非とも早期実現を図りたい。 


○ ２３年度改正の法人税減税がどうなるかというのは、その実現のために各省庁


が協力したものがどうなるかということであり、大きな論点。 


 


 


【消費税】 


 


《総論》 


○ 集中検討会議では、消費税率の引上げは特に景気後退にはつながらない、軽


減税率は設けるべきではないという意見のみだった。税調で議論が深まることを


願っている。 


○ 財政はマクロの視点で見るべき。財政の持続可能性の観点からは歳出削減か


歳入増の二つの選択肢しかないが、今大事なのは歳入の部分であり、国民に負


担をお願いしますというメッセージを出すことから始めるべき。今度こそ待ったなし


という思いで、この問題に取り組むべき。 


○ 中長期的には保険料で賄われている制度の方が頑健。社会保障論としては、ま


ずは保険料の世界でどのような改革を行うのかを議論し、その上で消費税の問


題をどうするか、という順序ではないか。 


○ 22 年度・23 年度税制改正大綱では、消費税率を 10％とすることを前提にした議


論とはなっていないはず。それにも関わらず、「これまでの大綱の方針を踏まえ、


残された議論」というのはおかしいのではないか。税調では消費税 10％という「改


革案」を無視していいということか。10％を前提に議論するかどうかをはっきりしな


いと意見の言いようがない。 


○ 今の日本の財政状況は、多少歳入を増やしても、サービスの拡充に回す財源


はないというのが実態。国民に負担増をお願いするが、場合によってはサービス


が下がる部分もあるというくらいの覚悟をもって政治決断するのかが問われてい


る。丁寧に議論して、その覚悟を皆で持とうということ。 


○ 一体改革については、社会保障の充実と財政健全化を同時に達成していくため


に、どれだけの財源が必要であり、そのうち保険料と税の役割分担はどうなると


別添 
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いう枠組みを前提とした上で、ポイントを絞った議論をする必要がある。全部、白


地から議論するものではない。 


○ 単に５％を上げることだけを決めて、あとは後からだというやり方で国民に理解


を得られるか。逆進性や景気に対する影響を確かめた上で、納得してもらえるメッ


セージが出せるかどうかが重要であり、そのための議論を税調で重ね、最終的に


政治判断しなければいけない。 


○ 震災が発災をする前から、税と社会保障の一体改革を行い、財政健全化にきち


んと道筋を付けることはやるべき課題だったし、震災によりむしろその必要性は強


まっている。IMF のリサーチによると、今、一番日本に期待されていることは、財政


の安定である。震災で大変だが、震災に向けての復旧、復興をきちんとやると同


時に、併せて財政健全化の道を日本がたどろうとしているかを今、世界は見てい


る。 


○ 負担増について議論するのであれば、社会保障制度全体のあり方について、国


民から納得してもらう必要があり、そのためにも分かりやすく丁寧な議論をする必


要がある。 


○ 算盤勘定と国民感情のバランスをとっていくことが重要。 


 


《消費税収の使途・区分経理》 


○ 高齢者３経費に子ども・子育てを加えたことは、この政権として目指してきた社


会保障改革の大きな姿。当然、そこを充実するには負担が必要になるが、きちん


と説明をすれば国民に理解していただける。国民に理解していただくためにエネ


ルギーを割くべき。 


○ 社会保障の財源としては消費税を軸とし、高齢者３経費を対象とするというのは、


昨年１２月にまとめられた民主党の税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」


で示された考え方。 


 


《消費税率》 


○ 集中検討会議では有識者の方が人数が多く、税制についても税率について直


接的に議論されたことはなかった。有識者達からは 10％との発言があったが、消


費税率の話は国会議員が税調において議論すべき位置づけと考える。 


○ 「改革案」では、税率を５％アップしても、３％は赤字削減で、２％だけが機能アッ


プということになり、国民の期待（５％の機能アップ）と異なってしまうのではないか。


また、これではデフレを加速することになるのではないか。 


○ 今回の５％の引上げについて、本当に社会保障の拡充に向けられるのが１％で、


残りの４％は借金返しになり、政治的に国民に十分説明しきれないといった話が


あった。これについては、これまで何らかの整理がなされたのか。 


○ まずは社会保障に必要な経費はいくらで、そのうち機能アップがどれだけあるの


かという点を全面的に押し出していかないと政治的に持たないのではないか。 


○ いつから消費税率を上げるのかは別問題だが、１０％という税率は、集中検討


会議において、将来の社会保障経費と財源不足額に関する議論を経て出された


もの。 
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○ ５％が最初にありきではなく、必要なものは何なのかを国民に率直に出していく


必要がある。10％というのは重要な決断だが、キリがいい数字というのでは駄目


だし、国・地方の配分比率によってはそれよりも多く必要になるかもしれないので、


しっかりとした議論が必要。 


○ 消費税率を５％引上げるならばこの位の社会保障サービス、より低い税率なら


ばこの位のサービスまで下げざるを得ないということを国民に判断してもらわざる


を得ない。社会保障改革案では、５％の引上げでこの位の社会保障というコミット


メントを中期的にしたということ。 


○ 政権与党に課せられている宿題は、社会保障制度の持続可能性を維持するこ


とと、2015 年にプライマリーバランスを半減し、2020 年にはバランスさせること。こ


の二つに加え、子どもの問題や医療の充実をやっていくと、2015 年には５％の消


費税増税はどうしても必要。 


○ 金利が上昇し、利払費を払えなくなったら、デフォルトを起こしてしまうが、それ


は絶対に避けなければならない。その上で、社会保障を充実しなければいけない


とすると、本当に５％で足りるのだろうか。 


○ 震災があったため、当然財政支出は増えるが、これだけ財政が悪くなっている


中で、更に財政支出が増えることを日本はどう考えているんだろうか、とマーケッ


トは見ている。財政について、絶対発散させないというメッセージを政治の意思と


してマーケットに示すと同時に、世界に示さないといけない。そのためのメッセー


ジとして、消費税率の５％引上げくらいは決められないと我々の政治意思が問わ


れかねない。 


 


《いわゆる逆進性対策》 


○ 消費税の低所得者対策に関しては、今回の社会保障改革における低所得者対


策や、所得税の再分配機能の強化の合わせ技でいくのか、当初民主党で考えて


いた給付付き税額控除でいくのか、国民に納得してもらうための理論構築をしてく


のが税調の役割。 


 


《課税の適性化等》 


○ タックス・オン・タックスといった技術的な事項については、成案とは別に工程表


を作る中で、秋以降にやるといった整理を行った上で、ひとつひとつ丁寧に議論し


ていくべき。 


○ 財源としての消費税ではなく、消費税そのものを議論する必要がある。その中


には、税率、軽減税率を適用するのか、二重課税と言われている問題、国と地方


の配分といった論点が含まれる。 


○ 消費税に関する詳細が分からないのに、税率だけ先に決めるというのは順序が


逆ではないか。 


○ 昨年１２月の閣議決定に基づき、社会保障の安定財源としてどのくらい必要で、


それは何で対応するのかについては、この場で決めていきながら、タックス・オン・


タックスやインボイス等の細かな問題は秋に向けて議論するということではない


か。 
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○ 成案決定後、消費税の引上げを法案化するときに税制調査会で議論しなけれ


ばならない課題としては、いわゆるタックス・オン・タックスの問題、医療費非課税


の問題、簡易課税、免税点の問題などがある。 


 


《国・地方の配分》 


○ 現行の消費税（国分）は、予算総則において高齢者３経費に充てられているが、


「改革後」の消費税と地方消費税、交付税部分の関係がどうなるのかが示されて


いないが、どう考えているのか。 


○ 年金を除く社会保障は、全て自治体が足腰を担っている。しかしながら、集中検


討会議では、社会保障のあり方についても財源論のあり方についても、実質的に


自治体の意見を聞いていない。自治体が単独で実施している事業でも、敬老祝い


金のような自治体が自主的にやるべき事業もあれば、乳幼児医療の無料化、妊


婦検診のように全国的に実施しているものもあり、これらを民主党政権としてもき


ちんと評価すべきである。したがって、先般、地方の意見をきちんと聞くべきと申し


上げ、そういう方向になった。すぐに 20 日までとか期限を区切って、大事な問題を


抜きにしてどんどん議論を進めていくというのではなく、意見を聞くべきところは聞


いて進めないとうまくいかないのではないかと申し上げた。 


○ 国民の感覚からすれば、「制度として確立された社会保障」だけが社会保障で


はない。それぞれの地域の実態や実情に応じて、場合によってはやむにやまれ


ぬ現実によって給付をしている、あるいはいろんなサービスをやっていることも含


めて社会保障というふうに国民は見ている。 


○ 地方の声をもっと聞くということをしていかなければいけない。 


 


《改革の実施（経済との関係）》 


○ 集中検討会議では、消費税率の引上げは特に景気後退にはつながらない、軽


減税率は設けるべきではないという意見のみだった。税調で議論が深まることを


願っている。（再掲） 


○ 日本は第二次大戦後はお金を刷って財政を賄ったのに、なぜ今、日本でそれが


できないのか。税率を上げれば景気が更におかしくなる。こういった素朴な質問こ


答えられなければいけない。赤字国債を数十兆一気に出して復興のために使うと


いのが国民の声ではないか。 


○ なぜお金を刷って財政を賄うことが問題か、については第一次大戦後のドイツ


の例がその答となっている。 


○ 昨年 12 月の閣議決定で、今年度の中ごろまでに成案を得るとしたが、３月 11 日


の大震災で状況が変わっている。今、税率を上げることが、本当に日本の将来に


とって良いことなのか。税率引き上げへのコンセンサスもない。経済成長とのバラ


ンスは極めて重要。今、税率を上げて経済は失速しないのか、そこが見えない中、


つじつま合わせを行うべきではない。 


○ 震災が発災をする前から、税と社会保障の一体改革を行い、財政健全化にきち


んと道筋を付けることはやるべき課題だったし、震災によりむしろその必要性は強


まっている。IMF のリサーチによると、今、一番日本に期待されていることは、財政
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の安定である。震災で大変だが、震災に向けての復旧、復興をきちんとやると同


時に、併せて財政健全化の道を日本がたどろうとしているかを今、世界は見てい


る。（再掲） 


 


○ 「改革案」では、「経済成長との好循環の実現」とあるが、経済成長戦略との連


携が見えない。経済成長を実現していっても、それでも税収が足りなくなるという


議論であれば説得力があるが、経済成長の議論を尽くさないというのであれば疑


問がある。 


 


 


【消費課税（消費税以外）】 


 


○ 車体課税の抜本的見直しは、エコカー減税が平成 23 年度末で切れるので、法


律の文章からいっても欠くべからざるもの。 


 


 


【資産課税】 


 


 


【地方税制】 


 


 


【その他】 


 


○ 「現在の世代が受ける社会保障は、現在の世代で負担するとの原則に一刻も早


く立ち戻る必要がある」とあるが、かつてそうだったことがあるのか。日本の社会


保障は、現在の世代の人も、将来世代も支えているというのがありようだったので


はないか。 


○ 集中検討会議では、非正規雇用への厚生年金適用拡大に関して、保険料が労


使折半なのかといった点について議論されていない等、保険料の姿が十分に見


えないため、税の議論ができないのではないか。 


○ 「改革案」に３号被保険者の見直しが入っているのに、将来の費用推計では、現


行の税と保険料の比率を前提としているのはおかしいのではないか。３号の見直


しなど、保険料の世界での改革論についても丁寧に説明すべき。 


○ M 字カーブの解消の観点からは、被用者年金の一元化、パートへの厚生年金


の拡大、配偶者控除は密接に絡んでおり、合わせて議論すべき。 


○ 少子化対策、障害者対策、雇用対策、教育を含め、本当の全世代対応型になっ


ているかどうかについて、どこかで議論していくべき。 


○ 番号制度や納税者権利憲章手続き論、歳入庁といった課題も、今日の議論で


はないが、今後の論議に加えていただきたい。 


 








平 成 2 3 年 度  第 4 回  税 制 調 査 会  
 
 


日時：平成２３年６月１０日（金）午後５時～６時  


場所：合同庁舎第４号館１１Ｆ   共用第１特別会議室  


 


 


 


１． 開会 


 


 


 


 ２．社会保障と税の一体改革について 


 


 


 


３． 閉会 








（参考資料）
主要税目の特徴
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・ 格差是正・富の再分配を図るという役割がある。
・ ごく限られた一部の資産家層のみを対象に負担を求める税と


なっている。
１．４兆円相続税


・ 勤労世代など特定の者への負担が集中せず、広く社会の構成
員が負担を分かち合うことができる。


・ 税収が景気の動向に比較的左右されにくく安定的。
・ 貯蓄を課税ベースとしないことから、簡素な仕組みとも相ま


って経済活動に与える歪みが小さく、経済成長を図る上で効率
的。


・ 所得に対する負担率が低所得者ほど高くなることを指して、
逆進的であると指摘される。


１０．２兆円消費税


・ 成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の維持・向上な
どに対する配慮が必要。


・ さまざまな政策税制措置が講じられている。
・ 税収が景気の動向に比較的左右されやすい。


７．８兆円法人税


・ 担税力に応じて、累進的に負担が増加する。
・ 勤労世代（現役世代）が主として負担する。
・ 各種控除などにより、個々人の担税力に対してきめ細かい配


慮が可能。


１３．５兆円所得税


特 徴
税 収


（23年度）


（注）税制調査会専門家委員会「「税目ごとの論点の深掘り」に関する議論の中間報告（平成22年12月）」及び税制調査会
「わが国税制の現状と課題―21世紀に向けた国民の参加と選択―（平成12年７月）」等より作成。


主要税目の税収と特徴
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」


 主 要 税 目 の 税 収 の 推 移（一般会計分）


0
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10


15
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61
(1986)


62
（1987）


63
（1988）


元
（1989）


2
（1990）


3
（1991）


4
（1992）


5
（1993）


6
（1994）


7
（1995）


8
（1996）


9
（1997）


10
（1998）


11
（1999）


12
（2000）


13
（2001）


14
（2002）


15
（2003）


16
（2004）


17
（2005）


18
（2006）


19
（2007）


20
(2008)


21
(2009)


22
(2010)


　 23
（2011）


（年度）


（兆円）


所得税


法人税


消費税


相続税


たばこ税


酒税


揮発油税


（注１）計数は、21年度までは決算額、22年度は補正後予算額、23年度は予算額である。また、グラフ中の税制改正による増減収見込額は、平年度ベースの金額である。
（注２）1年限りの措置として、平成6年度に▲3.8兆円、平成7年度に▲1.4兆円、平成8年度に▲1.4兆円、平成10年度に▲2.8兆円の特別減税を実施。


・最高税率の引下げ
　　▲０．３兆円


・税率構造の累進緩和
・人的控除額の引上げ
・給与所得控除額の引上げ
　　　　▲２.４兆円


税率引下げ
▲１．３兆円


税率引下げ
▲１．７兆円


研究開発・設
備投資減税等
▲１．４兆円


・消費税創設
　　＋４．４兆円
・物品税等の廃止
　　▲２．３兆円 ・税率引下げ


・課税ベースの適正化
　　　　▲０．３兆円


景気後退期


所得税から住民税への税源移譲
　１６年度 ▲０．４兆円
　１７年度 ▲０．７兆円
　１８年度 ▲１．９兆円
　　　累計 ▲３．０兆円


景気後退期 景気後退期 景気後退期


所得税
13.5兆円


法人税
7.8兆円


消費税
10.2兆円


揮発油税
2.6兆円


相続税
1.4兆円


酒税
1.3兆円


たばこ税
0.8兆円


・マル優の原則廃止
・株式等の譲渡益の原則
　課税化への移行
　　＋１．７兆円


・配偶者特別控除の
　上乗せ部分の廃止
　　＋０．５兆円


・公的年金等控除の
　見直し等
　　＋０．２兆円


税制改革（平成6年）


抜本的税制改革
（昭和62・63年）


・税率引上げ
＋２．４兆円
（・地方消費税創設）


・税率構造の累進緩和
・人的控除額の引上げ
・配偶者特別控除の創設
・特定扶養控除の創設等
 　　 ▲３．９兆円


・税率引下げ・課税ベース拡大
　　▲０．７兆円


・給与所得控除の上
限設定、成年扶養
控除の見直し等
　＋０．２兆円


・年少扶養控除の廃止
・特定扶養控除の見直し
　＋０．６兆円


・中小特例措
置の縮減


＋０.５兆円


・減価償却制度の見直し
　▲０．５兆円







所得税－① 税収の動向
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17.0


15.4


18.8


17.8
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12.8


26.7


23.7


13.5


2.6
3.53.9


2.8
2.3


2.9


5.1
6.0


3.22.8
3.3


3.8
5.1


6.06.15.9


10.210.7


5.1
4.6


4.0 4.2


2.5 2.6


7.6


3.9


0


5


10


15
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25


30


61
(1986)


62
（1987）


63
（1988）


元
（1989）


2
（1990）


3
（1991）


4
（1992）


5
（1993）


6
（1994）


7
（1995）


8
（1996）


9
（1997）


10
（1998）


11
（1999）


12
（2000）


13
（2001）


14
（2002）


15
（2003）


16
（2004）


17
（2005）


18
（2006）


19
（2007）


20
(2008)


21
(2009)


22
(2010)


23
(2011)


（兆円）


利子 配当 株式等の
譲渡所得


土地等の
譲渡所得


 ▲２.４兆円（税率構造の累進緩和、人的控除額の引上げ(基礎控除、配偶者控除、
              扶養控除：35万円→38万円)、給与所得控除額の引上げ）


▲３.９兆円（税率構造の累進緩和、人的控除額の引上げ(基礎控除、配偶者控除、扶養控除：33万円→35万円)、配偶者特別控除・
              特定扶養控除の創設(45万円)）等


 ▲０.３兆円（最高税率の引下げ）


 ＋０.５兆円（配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止）


（ 所得税収のうち主たる分離課税分


（注1）所得税収は、21年度以前は決算額、22年度は補正後予算額、23年度は予算額である。なお、所得譲与税による税源移譲（16年度△0.4兆円、
　　17年度△1.1兆円、18年度△3.0兆円)後の計数である。
（注2）利子、配当には法人分が含まれる。
（注3）株式等の譲渡所得については、株式等の譲渡所得が主たる所得に該当する者に係る申告納税額及び株式等の譲渡所得に係る源泉徴収税額の単純合計であ
る。
（注4）土地等の譲渡所得については、土地等の譲渡所得が主たる所得に該当する者に係る申告納税額である（63年度以前は推計値）。


）


【税制改革】


【抜本的税制改革】


 ＋１.７兆円（マル優の原則廃止、株式等の譲渡益の原則課税化への移行）


 ＋０.２兆円（公的年金等控除の見直し等）


＋０.６兆円
（年少・特定扶養控除の見直し）


　▲３．０兆円
所得税から住民税
への税源移譲


○ ①度重なる制度減税、②利


子、土地譲渡などの分離課税


分の落ち込み等により、財源


調達機能が低下。


○ ピーク時（平成3年度）の


26.7兆円と23年度予算額の


13.5兆円の差（約▲13兆円）


の主な要因


・①制度減税（増税との差引）


及び税源移譲： 約▲4兆円


・②分離課税分（土地の譲渡所


得等)の落込み：約▲8兆円
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○ 消費税導入前の昭和61年当時と比べ


て、累次の累進緩和（フラット化）の


結果、所得再分配機能は低下。


（参考１）給与収入別の税負担額(夫婦子2人)


（所得税＋個人住民税）


（参考２）給与収入の分布、平均給与の推移


1350万701万189万39万昭61


918万468万113万20万現行


3000万2000万1000万500万


430万円467万円425万円平均給与


30％38％30％500万超


70％62％70％500万以下


平成20年平成9年平成2年 0%


10%


20%


30%


40%


50%


0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000


給与収入(万円)


昭和61年分
（昭和62年度分）


平成６年分
（平成６年度分）


平成10年分
（平成10年度分）


現行


(注)1. 子が控除対象扶養親族（子のうち１人が一般扶養親族、１人が特定扶養
親族）に該当するものとして計算している。
2. 平成６年（度）分及び平成10年（度）分は特別減税前の実効税率である。


所得税－② 税率の動向
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所得税－③ 税率区分ごとの税収


約3.1兆円


約1.7兆円


約3.1兆円


約0.6兆円


約1.3兆円


約1.4兆円


（注１）平成22年度予算ベースの推計値である。ただし、年少扶養控除廃止、特定扶養控除縮減を加味。
（注２）課税所得に対応する給与収入は、夫婦子２人（子のうち１人が特定扶養親族、１人が16歳未満）の場合である。
（注３）対象納税者数の括弧内の割合は、その税率が適用される人数の全納税者数に占める割合である。


約6,200億円　　　約4,590万人
   　　　　　　　(100.0%)


約350億円　　　　約20万人
   　　　　　 　　(0.4%)


 約270億円　　　 約210万人
  　　　　　　 　　(4.6%)


　約400億円　　　　約80万人
    　　　　　　　　(1.7%)


対象納税者数税率区分 税率１％引上げ
当たりの増収力


約1,700億円　　　約1,790万人
   　　　　　　   (39.0%)


約1,500億円　　　約810万人
   　　　　　　   (17.7%)


総課税所得


約3.5兆円


約4.0兆円


約2.7兆円


約15.3兆円


約16.8兆円


約61.9兆円


40%


33%


23%


20%


10%


５%


課税所得
（給与収入）


1,800万円～
（2,340万円～）


900万円～1,800万円
(1,387万円～2,340万円）


695万円～900万円
(1,162万円～1,387万円）


330万円～695万円
(736万円～1,162万円）


195万円～330万円
(554万円～736万円）


0円～195万円
(261万円～554万円）
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○ 消費税収は約１０兆円


前後で安定的に推移


○ 消費税率１％当たりの


消費税収は、約２．５兆


円（平成23年度）


消費税－① 税収の動向
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60 61 62 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22補 23予


（兆円）


所得税


法人税


消費税


（注） 21年度以前は決算額、22年度は補正後予算額、23年度は予算額である。 （年度）


物品税等
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○ ヨーロッパにおいて


は、ＥＣ指令により、


標準税率を１５％以上


とする考え方が採られ


ている。


消費税－② 税率水準
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付加価値税率（標準税率）の国際比較
(2011年1月現在）％


Ｅ Ｕ


Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ  Ｏ Ｅ Ｃ Ｄ


欧
州
理
事
会
指
令


(


標
準
税
率


)


1. 日本の消費税率5%のうち1%相当は地方消費税(地方税）である。
2. カナダにおいては、連邦の財貨・サービス税（付加価値税）の他に、ほとんどの州で州の付加価値税等が課される。（例:オンタリオ州8%）
3. アメリカは、州、郡、市により小売売上税が課されている。（例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計 8.875%）
各国大使館聞き取り調査、欧州連合及び各国政府ホームページ等による。


（備考）


（出所）
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○ 法人税収は、平成元年の19兆円をピー


クに、中長期的に減少。これは、


① バブル期以後、法人税率が引き下げ


られていること


② 欠損金の繰越控除等により、課税ベ


ースが抑えられていること等によるため


である。


○ 短期的に見ると、法人税収は、景気動


向により大きく左右される。リーマンショッ


ク後の世界的不況の影響を受け、 平成


21年度税収は6.4兆円まで落ち込んだ後、


22年度は7.5兆円、23年度は7.8兆円の


見込み。


法人税－① 税収の動向
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（％）（兆円）


37.5％


34.5％


30％


法人税率


法人税収
(左軸)


欠損法人割合
（右軸）


（注）１.法人税収は、21年度までは決算額、22年度は補正後予算額、23年度は予算額による。
２.税引前当期純利益は、法人企業統計調査(財務総合政策研究所)による。
３.欠損法人割合は、会社標本調査（国税庁）による。


（年度）


40％


25.5％（案）
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○ 現行、我が国の法人実効税率（国税と


地方税を合わせた法人所得に係る表面


税率）は、米国と並んで高い水準。


○ 他方、法人所得課税の負担に社会保


険料事業主負担をあわせてみると、国際


的にも必ずしも高い水準ではないという見


方もある。


法人税－② 実効税率の国際比較


9







10


13,498


29,377


7,861


17,791


25,830


14,230


4.1
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5,000
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58 59 60 61 62 63 元 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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9


（億円） （％）


（年）


（注１）相続税収は各年度の税収であり、贈与税収を含む（平成21年度以前は決算額、平成22年度は補正後予算額、平成23年は予算額）。
（注２）課税件数は「国税庁統計年報書」により、死亡者数は「人口動態統計」（厚生労働省）による。


相続税収


課税割合（年間課税件数/年間死亡者数）


23


相続税 － 課税割合及び税収の推移


○ バブル期以後は、相続税


の課税割合及び税収とも減


少傾向にあり、足下では、


課税割合はバブル期以前


よりも低い水準となっている。
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国民負担率の内訳の国際比較


12.2% 12.6%
18.6%


3.8% 3.9%


5.2%


1.1%


6.8%


8.2%16.3%


8.6%


10.5% 21.7%


12.1%


24.3%


7.9% 10.2%
13.5%


5.4%
2.3%


4.5%
2.5%


4.0%


3.9%


13.1%
14.5%


7.1% 5.6%


14.1%


17.5%


40.6%


32.5%


46.8%


59.0%
61.1%


52.0%
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10%


20%
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80%


日本
(2008年度)


アメリカ
(2008年)


イギリス
(2008年)


ドイツ
(2008年)


スウェーデン
(2008年)


フランス
(2008年)


（注）1. 日本は平成20年度（2008年度）実績、諸外国は、OECD "Revenue Statistics 1965-2009"及び同 "National Accounts 1997-2009"による。なお、日本の平成23年度（2011年度）
　　　　 予算ベースでは、国民負担率：38.8%、租税負担率：22.0%、個人所得課税：7.2%、法人所得課税：4.0%、消費課税：6.9%、資産課税等：3.8%、社会保障負担率：16.8%となっている。
　　　2. 租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
　　　3. 四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。
　　　4. 老年人口比率については、日本は2008年の推計値（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成18年（2006年）12月推計）による）、諸外国は2005年の数値
　　　　 （国際連合 "World Populat ion Prospects: The 2008 Revision Population Database"による）である。なお、日本の2011年の推計値は23.4となっている。
　　　5 .付加価値税率は、2011年1月現在の値。なお、アメリカは、州、郡、市により小売売上税が課されている。（例:ニューヨーク州及びニューヨーク市の合計 8.875%）


〔12.4〕 〔16.1〕 〔18.9〕 〔17.2〕〔22.1〕〔老年人口比率〕 〔16.5〕


消  費  課  税


社会保障負担率


国民負担率
(対国民所得比）


資 産 課 税 等


法人所得課税


個人所得課税


24.0%


36.2%


30.4%


46.9%
36.8%


租税
負担率


24.3%


〔付加価値税率〕 〔5％〕 〔-〕 〔20％〕 〔19％〕 〔25％〕 〔19.6％〕


国民負担率の内訳の国際比較
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（出典）OECD「Revenue Statistics」、同「National Accounts 2010 vol.Ⅱ」、内閣府「国民経済計算」等


（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。


(注２)1991年のスウェーデンの数字は、68ＳＮＡベースによる計数。


（注３）2008年の数字は、日本は2008年度、スイスは2007年の値。


1991年 2008年


租税負担率（対ＧＤＰ比）


35.6


35.3


32.8


31.8


30.4


29.1


29.0


28.6


28.307


28.284


27.7


27.0


26.2


25.6


23.8


23.8


23.3


22.3


21.1


21.0


20.8


20.1


19.3


18.6


17.1


13.5


12.5


45.2
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19ドイツ
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22日本
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24スイス


25ギリシャ


26韓国


27メキシコ


28トルコ


34.8


34.0


33.7


33.7


31.1


30.3


29.8
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25.5
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31日本


▲3.4


（出典）OECD「Economic Outlook 88」、「Economic Outlook 76」


（注）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。ただし、日本及び米国は


　　　社会保障基金を除いたベース。日本の2010年の財政収支は単年度限りの特殊要因を除いた数値。
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27 アイルランド


28 米国


▲5.9


ＯＥＣＤ諸国における租税負担率と政府の財政収支の推移（対ＧＤＰ比）







13


【民主党税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 社会保障全体の財源は税制全体で確保していくが、その中でも「国民全体で広く薄く負担する」「安定した
税収」という特徴を有する消費税は非常に重要である。


【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 社会保障を支える税財源のあり方を全体として見たときに、消費税の基幹性もまた明白である。


○ 保険料負担を補完し、また現役世代を支援するサービスを強める財源は、特定の世代に負担が偏らず
広く薄く全世代が負担する財源であることが求められる。


○ さらに、景気変動によって税収が左右されにくい安定財源であること、できる限り経済に対して中立的な
負担であることも求められる。


○ 以上の点を総合すると、上述のとおり所得・資産課税の重要性を踏まえつつ、社会保障を支える税財源
としては、消費税を基本に考えていくべきである。


【税制調査会専門家委員会「『税目ごとの論点の深掘り』に関する議論の中間報告」】


○ 消費税は、財貨・サービスの消費に幅広く等しく負担を求めるものである。このため、①勤労世代など特
定の者への負担が集中せず、広く社会の構成員が負担を分かち合うことができるため、世代間の公平の
確保に資する、②税収が景気の動向に比較的左右されにくく安定的である、③貯蓄を課税ベースとしない
ことから、簡素な仕組みとも相まって経済活動に与える歪みが小さく、経済成長を図る上で効率的である、
といった特徴を有する。


○ このような特徴を有する消費税は、社会保障制度を支える安定的な財源としての適正が高い税目である
と考えられる。


社会保障財源に係るこれまでの議論








＜2011年＞


＜20１5年＞改革後
＜2015年＞改革前


社会保障に係る費用の負担の見通し


1


保険料


59.6兆円


（60％）


（GDP比 12.3％）


保険料


67.3兆円


（60％）


（GDP比 13.2％）


公費


45.1兆円


（40％）


（GDP比 8.8％）


公費


46.5兆円


（41％）


（GDP比 9.1％）


注１：棒グラフ中の数字は、「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」を踏まえ、充実と重点化・効率化の効果を反映している。
（ただし、「Ⅱ 医療介護等 ②保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対
策」および 「Ⅲ 年金」の効果は、反映していない。）


注２：負担額は、年金において積立金を活用して、給付をまかなっているため、給付額と一致しない。
（対応する給付額は108.1兆円（2011年）、119.9兆円（2015年、改革前）、121.9兆（2015年、改革後）である。）


保険料


67.9兆円


（59％）


（GDP比 13.3％）


公費


40.0兆円


（40％）


（GDP比 8.3％）


【医療・介護】 【年金】


増


計 99.6兆円
（GDP比20.6％） 計 112.4兆円


（GDP比22.0％）


・総合合算制度


公費増
・国保の低所得者保険
料軽減の拡充等


・介護保険の１号保険
料
の低所得者保険料軽
減強化


・厚生年金の
適用拡大


・最低保障機
能
の強化


（高所得者の年金
給付の見直し（公
費減要因）と併せ
て検討）


保険料増
・被用者保険の適用
拡大


・介護納付金の総報
酬制導入


計 114.4兆円
（GDP比22.4％）


推計に含まれていない主な要因


・高額療養費の
見直し


（受診時定額負担の
導入（給付減要因）
と併せて検討）


・高額療養費の
見直し


（受診時定額負担の
導入（給付減要因）
と併せて検討）








平成23年６月10日 税制調査会資料


①「地球温暖化対策のための税」について


②自動車関係諸税の見直しについて


税制抜本改革について


環境副大臣 近藤昭一


自動車重量税の一部が大気汚染に係る公害認定患者の補償の財源と


なっており、その財源が、汚染者負担原則の観点も踏まえつつ、将来的に


も確実に担保されることが必要。


震災後の節電対策・再生可能エネルギー推進、不要不急のエネルギー消


費の抑制のためにも、平成23年度税制改正法案に盛り込まれた「地球温暖


化対策のための税」の早期導入が必要。

































 


税制抜本改革に関するこれまでの議論 
 


○ 税制抜本改革の方向性等に関する抜粋 


‐平成 22・23 年度税制改正大綱 


‐税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」 


‐平成 23 年度税制改正主要事項にかかる提言 


○ 税制改正大綱等と附則第１０４条の比較 


（参考） 税制抜本改革に関するこれまでの主な取組み 


 


 


平成 23 年 6 月 
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税制抜本改革の方向性等に関する抜粋 
 


○ 平成 22・23 年度税制改正大綱 


○ 税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」 
（平成 22 年 12 月 6 日） 


○ 平成 23 年度税制改正主要事項にかかる提言 
（民主党税制改正 PT 提言 平成 22 年 12 月 6 日） 
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【平成 23 年度税制改正大綱】 


○《抜本改革に向けた基本的方向性》 


   こうした我が国の経済・社会の構造変化に対応し、成長と雇用の実現、社会保障改革とその財源確保と


いった我が国の喫緊の課題に応えるために、税制の抜本的な改革を果断に進める必要があります。改革に


当たっては、平成 22 年度税制改正大綱でお示しした以下の５つの視点や改革の方向性を踏まえ、納税者の


理解・納得を得ながら、所得課税、消費課税、資産課税全般について改革を進めていきます。この改革を


通じて、セーフティネットの確立、経済活性化、財政健全化の好循環を促していきます。 


・ 納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築くこと 


・ 「支え合い」のための必要な費用を分かち合うこと 


・ 税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること 


・ グローバル化に対応できる税制を考えること 


・ 地域主権改革を推進するための税制を構築すること 


 


○ 社会保障改革とその財源確保について、消費税を含む税制全体の議論を一体的に行うことが不可欠であり、


そのため、本年 10 月 28 日に、「政府・与党社会保障改革検討本部」が設置されました。 


12 月 10 日に本部決定され、同 14 日に閣議決定された「社会保障改革の推進について」では、今後の社会


保障改革について、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」や「社会保障改革に関する有識者検討


会報告～安心と活力への社会保障ビジョン～」に示された内容を尊重し、社会保障の安定・強化のための具体


的な制度改革案とその必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的


に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、平成 23 年半ばまでに成案を得、国民的な合意を得た上で


その実現を図ることが決定されました。 


今後、税制調査会では、この決定を踏まえた政府・与党内の検討と緊密に連携しながら、早急に税制抜本改


革の具体的内容について検討を行っていきます。 


 


税制抜本改革 
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【民主党税制改正 PT 提言】 


○ 今回の税制改正の議論では、昨年の税制改正大綱、および「税と社会保障の抜本改革調査会」が党に設置


されたことを踏まえ、所得税、法人税、資産税を中心に議論を行ってきた。特に基幹税たる所得税の改革は


重要な課題であり、「所得再分配機能回復」や「支え合いの税制」を構築していくことについて議論を重ねて


きた。 


 


○ 今回の所得税の見直し提言は、抜本改革の前ではあるが先行して諸控除の見直しを行い所得再分配機能の


回復を図るものである。ただし、過度に特定の者に負担を求めるようなことがあれば、民主党の目指す「公


平・透明・納得」の税制とは程遠い姿になりかねない。 


 


○ 「公平・透明・納得」の税制を築き、社会全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、およそ


所得税改革だけでなし得るものではなく、消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着手すべきである。 


 


 


【民主党 税と社会保障の抜本調査会「中間整理」】 


○ 「公平・透明・納得」の税制を築き、社会全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、およそ


所得税改革だけでなし得るものではなく、消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着手すべきである。 


 


○ 今回の中間整理では個別の社会保障制度の具体的な将来像やその必要財源及びその必要財源を確保するた


めの具体的な税制改革の方策まで示すに至っていないが、社会保障に対する国民の信頼を早急に回復する必


要があること、財政状況が極めて厳しいことを踏まえれば、税と社会保障の抜本改革は一刻の猶予もならな


い課題であり、少子高齢社会を克服する日本モデルに向けて、早急に政府与党で検討を行った上で、国民的


な議論に付さなければならない。 
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【財政運営戦略（平成 22 年 6 月 22 日 閣議決定】 


３．中期財政フレーム  


（２）歳入・歳出両面での取組 


② 歳入面での取組 


個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる税制の抜本的な改革を行うため、早急に具体


的内容を決定することとする。こうした税制の改革により、財政健全化目標の達成に向けて、必要な歳入


を確保していく。 
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【２２年度税制改正大綱】 


○ 所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ転換を進めます。 


○ 所得再分配機能の回復等の観点からの、給与所得控除の見直しや、税率構造などの所得税改革にも取り組


むこととします。 


○ 給与所得控除には上限がありませんが、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加すると


は考えにくく、高所得者により有利な制度となっています。このため、給与所得控除に関しては、上限を設


けるなどの見直しが必要です。 


○ 特定支出控除の対象範囲を拡大することにより、給与所得者にとって使いやすい制度にすることを検討し


ます。 


○ 金融資産の流動性等にかんがみ、当面の対応として、景気情勢に十分配慮しつつ、株式譲渡益・配当課税


の税率の見直しに取り組むとともに、損益通算の範囲を拡大し、金融所得の一体課税を進めます。 


○ 給付付き税額控除は多くの先進国で既に導入されています。我が国で導入する場合には、所得把握のため


の番号制度等を前提に、関連する社会保障制度の見直しと併せて検討を進めます。 


 


【２３年度税制改正大綱】 


○ 格差社会に対応するためにも、累進構造を基本とする所得税については、雇用形態や就業構造の変化も踏


まえながら、所得再分配機能等を回復するための改革を進める必要があります。 
  そのため、税率構造の見直しはもとより、高所得者に対して結果的に有利になっている所得控除の見直し


などによる課税ベースの拡大、さらには、所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へという改革を


進めます。 


個人所得課税 
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○ 配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況の変化等を踏まえながら、配偶者控除につい


ては、平成 24 年度税制改正以降、抜本的に見直す方向で検討します。 


○ 個人住民税の「地域社会の会費」的性格をより明確化する観点から、所得税における諸控除の見直しや低所


得者への影響にも留意しつつ、個人住民税の諸控除の見直しについて検討を進めます。 


 


【民主党税制改正 PT 提言】 


○ 現行の所得控除制度は結果として高所得者に有利な制度となっていること、分離課税している金融所得な


どに軽課していることなどから、所得税の所得再分配機能や財源調達機能が低下してきていることを指摘し


てきた。その上で、「所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ」と見直しを図っていくこととして


きた。 


○ （配偶者控除）配偶者控除については、本来ライフスタイルの選択に中立な税制にどう変えていくかが議


論の出発点のはずであり、特定の所得層を境目に働き方が制約されるべきではない。課税単位を世帯単位、


個人単位のいずれにしていくのかという個人所得課税の根本的な議論もあり、所得、資産、消費を含む税制


抜本改革の議論の中できちんと検討していくべき課題であり、来年度改正については慎重な判断を求める。 


○ （最高税率、税率構造）税率構造全体の見直しについては、まさに所得、資産、消費を含む税制抜本改革


の議論の中で検討していくべき重要な課題である。金融所得税制および給与所得控除の見直しを実施すれば、


所得再分配機能は相当程度強化されることになる。その上で最高税率引き上げまで行えば、一定以上の所得


層の負担が急増することになり、税制改正のあり方として望ましくない。 
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これまでの主な取組み 


【平成 22 年度大綱】 


・年少扶養控除の廃止（所得税、個人住民税） 


・16 歳から 18 歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止（所得税、個人住民税） 


【平成 23 年度大綱】 


・給与所得控除額に上限を設定、高額な役員給与に係る給与所得控除の見直し等（所得税、個人住民税） 


・勤続年数 5年以内の法人役員等の退職所得について、２分の１課税を廃止（所得税、個人住民税） 


・退職所得に係る個人住民税（所得割）の 10％税額控除の廃止（個人住民税） 


・成年扶養控除の対象の見直し（所得税、個人住民税） 


・上場株式等の配当・譲渡所得等に係る 10％軽減税率を 2年延長し、平成 26 年 1月から 20％本則税率とする（所
得税、個人住民税） 
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【２２年度税制改正大綱】 


○ 租税特別措置の抜本的な見直しなどを進め、これにより課税ベースが拡大した際には、成長戦略との整合


性や企業の国際的な競争力の維持・向上、国際的な協調などを勘案しつつ、法人税率を見直していくことと


します。 


 


【民主党税制改正 PT 提言】 


○ （実効税率引下げ）法人実効税率引下げの目的は、国際競争力の維持、国内産業空洞化防止と雇用維持、国


内への投資促進などである。（中略）行き過ぎた課税ベース拡大によりかえって経済成長を阻害することが


ないよう留意する必要がある。 


 


これまでの主な取組み 


【平成 23 年度大綱】 


・法人税率を 4.5％引下げ、国税と地方税を合わせた法人実効税率を５％引下げ 


・租税特別措置、減価償却制度、欠損金の繰越控除等の見直しにより課税ベースを拡大 


 


 


法人課税 
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【２３年度税制改正大綱】 


 


（１）消費税 


○ 消費税のあり方については、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」（平成 22 年 12 月６日）


で指摘された以下の基本的な考え方などを尊重しつつ、今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、


その具体的内容について、早急に検討を行ってまいります。あわせて、消費税制度の信頼性を確保していく


ために、一層の課税の適正化にも着手していきます。 


『社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・資産」のバランスのとれた改革を行う中で確保してい


く。社会保障全体の財源は税制全体で確保していくが、その中でも「国民全体で広く薄く負担する」「安


定した税収」という特徴を有する消費税は非常に重要である。「公平・透明・納得」の税制を築き、社会


全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、およそ所得税改革だけでなし得るものではなく、


消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着手すべきである。』 


 


『社会保障の安定・強化を目的に消費税の引き上げを提起する場合には、国民の理解と納得を得るため


にも、消費税を社会保障の目的税とすることを法律上も、会計上も明確にする。その際の「社会保障」


とする給付費の範囲は、まずは高齢者３経費を基本としつつ、現役世代のセーフティネットの安定・強


化についてどこまで対象とすることが適当か、検討を行っていく。将来的には「社会保障」全体につい


て安定財源を確保することにより、制度の一層の安定・強化につなげていく。また消費税率が一定の水


準に達し、税・社会保障全体の再分配を見てもなお「逆進性対策」が必要となった場合には、制度が複


雑となり、また政治的な要因が働きやすい「複数税率」よりも、制度が簡素で、透明性の高い「還付制


度」を優先的に検討する。』 


消費課税 
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（２）地方消費税 


○ 地方消費税のあり方については、「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への社会保障ビジ


ョン～」（平成 22 年 12 月 10 日）において示された以下の内容などを尊重しつつ、今後、社会保障制度の抜


本改革の検討などと併せて、その具体的内容について、早急に検討を行ってまいります。 


『国民一人ひとりに包括的な支援をおこなうという社会保障の考え方からすれば、国民に身近なところ


でサービスを設計し、実行する地方自治体の役割はきわめて重要である。すべての自治体で、住民の参


加と自立を支えることが、地域の自立につながる。また、国民自らが関与する分権的な社会保障は、社


会保障の信頼を大きく高める。したがって、社会保障改革を支える税制改革のためには、国とともに制


度を支えている地方自治体の社会保障負担に対する安定財源の確保が重要な目標でなければならない。 


地方自治体もまた、安定的な公共サービスの供給をとおして地域の経済活力を高め、雇用を拡大する


ことに責任を負わねばならない。そして、地方自治体のそのような努力を支えるためにも、税源の偏在


性が少なく、安定的な税財源を確保することが必要である。また、地方が地域の実情に応じて住民合意


の下に提供するサービスに関しては、独自に財源が確保できるように地方自治体の課税自主権の拡大・


発揮についても検討されるべきである。』 


 


（３）車体課税 


○ 車体課税については、エコカー減税の期限到来時までに、地球温暖化対策の観点や国及び地方の財政の状


況も踏まえつつ、当分の間として適用されている税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等


を行う方向で抜本的な見直しを検討します。 
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（４）地球温暖化対策のための税の導入 


○ 我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源ＣＯ2 排出抑制のため


の諸施策を実施していく観点から、平成 23 年度に「地球温暖化対策のための税」を導入することとします。 


 


（５）地球温暖化対策に関する地方の財源確保 


○ 地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組が進められることが不可欠です。既に地


方公共団体が、地球温暖化対策について様々な分野で多くの事業を実施していることを踏まえ、エネルギー


起源ＣＯ2 排出抑制策、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に係る諸施策を地域において総合的に進める


ため、地方公共団体の財源を確保する仕組みについて検討します。 


 


 


【民主党税制改正 PT 提言】 


○ （車体課税）エコカー減税の枠組みは維持すべきである。昨年度税制改正大綱では、エコカー減税の期限


到来時までに、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で抜本的見直しを検討するとしたが、その方


針を踏襲すべきであり、来年度税制改正について車体課税の議論を行うべきではない。 


 


○ （地球温暖化対策のための税）CO2 排出量を 2030 年に 1990 年比 30％削減するため、石油石炭税を活用し


て、化石燃料の CO2 排出量に着目して課税する「地球温暖化対策のための税」を設けるべきである。「地球温


暖化対策のための税」は平成 23 年度から導入することとし、経済状況等を勘案しながら、急激な負担増にな


らないように配慮すべきである。 
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これまでの主な取組み 


【平成 22 年度大綱】 


・揮発油税等の暫定税率の見直し 


・自動車重量税について、地球温暖化対策の観点から税率構造を見直し 


・自動車取得税について、地球温暖化対策の観点から現在の税率水準を維持 


【平成 23 年度大綱】 


・地球温暖化対策のための税の導入 


・消費税の免税事業者の要件の見直し 


・消費税の仕入税額控除におけるいわゆる「95％ルール」の見直し 
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【２２年度税制改正大綱】 


○ 今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成 23 年度改正を目指しま


す。その見直しに当たっては、我が国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成や事業の円滑な承継


等に配慮しつつ、本人の努力とは関係のない大きな格差が固定化しない社会の構築や課税の公平性に配慮す


べきです。 


○ 現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直していく必要があ


ります。 


【民主党税制改正 PT 提言】 


○ 特に購買意欲の高い若年層の消費喚起を図り、内需、消費の拡大を図っていくため、相続税の基礎控除の


縮減等を行うとともに、贈与税減税を行って若年層への資産移転を図っていくべきである。なお、相続税見


直しに当たって、配偶者への配慮、居住用財産への留意は必要である。（中略）また、現在の相続時精算課税


制度では、受贈者は２０歳以上の推定相続人とだけされているが、孫への資産移転など世代間の飛びこえを


推奨する工夫も検討すべきである。 


 


これまでの主な取組み 


【平成 23 年度大綱】 


・相続税：基礎控除の引下げ及び高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から税率構造の見直し等 


・贈与税：若年世代への資産の早期移転を促進する観点から税率構造等を見直し 


 


資産課税 







 15 


 


【２３年度税制改正大綱】 


○ 少子高齢化が進み、社会保障制度を支えている地方自治体の役割がますます増大する中で、社会保障など


地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税


体系を構築します。        


 


 ○ 地域主権改革を進めていく観点からは、地方税源を充実することが必要であり、そのための方策の一つとし


て、個人住民税の充実強化を検討することは、地方消費税と並ぶ重要な課題です。 


地方税制 
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 税制改正大綱等 


附則第１０４条 
所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


税制抜本改革 


（全般） 


 
【平成 23 年度大綱】 


○ こうした我が国の経済・社会の構造変化に対応し、成長と雇用の実現、社会


保障改革とその財源確保といった我が国の喫緊の課題に応えるために、


税制の抜本的な改革を果断に進める必要があります。改革に当たっては、


平成 22 年度税制改正大綱でお示しした以下の５つの視点や改革の方向性


を踏まえ、納税者の理解・納得を得ながら、所得課税、消費課税、資産課税


全般について改革を進めていきます。 


○ 12 月 10 日に本部決定され、同 14 日に閣議決定された「社会保障改革の


推進について」では、今後の社会保障改革について、社会保障の安定・強化


のための具体的な制度改革案とその必要財源の安定的確保と財政健全化


を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進め、その実


現に向けた工程表とあわせ、平成 23 年半ばまでに成案を得、国民的な合


意を得た上でその実現を図ることが決定されました。 


 
【財政運営戦略（H22.6.22 閣議決定）】 


３．中期財政フレーム  


（２）歳入・歳出両面での取組 


② 歳入面での取組 


個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる税制の抜本


的な改革を行うため、早急に具体的内容を決定することとする。こうした


税制の改革により、財政健全化目標の達成に向けて、必要な歳入を確保


していく。 


 


 


 
【第１項】 


政府は、基礎年金の国庫負担割合の２分の１への引上げのため


の財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少


子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、


平成 20 年度を含む３年以内の景気回復に向けた集中的な取組に


より経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階


的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成 23 年


度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合にお


いて、当該改革は、2010 年代の半ばまでに持続可能な財政構造を


確立することを旨とするものとする。 


 
【第２項】 


前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定


めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見


極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするもの


とし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄


の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。 


税制改正大綱等と附則第１０４条の比較 
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 税制改正大綱等 
附則第１０４条 


所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


個人所得課税 


【平成 22 年度大綱】 


○ 所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ転換を進めます。 


○ 所得再配分機能の回復等の観点からの、給与所得控除の見直しや、税


率構造などの所得税改革にも取り組むこととします。 


○ 給与所得控除には上限がありませんが、給与所得者の必要経費が収入の


増加に応じて必ずしも増加するとは考えにくく、高所得者により有利な制度


となっています。このため、給与所得控除に関しては、上限を設けるな


どの見直しが必要です。 


○ 給付付き税額控除は多くの先進国で既に導入されています。我が国で導入


する場合には、所得把握のための番号制度等を前提に、関連する社会保障


制度の見直しと併せて検討を進めます。 


○ 金融資産の流動性等にかんがみ、当面の対応として、景気情勢に十分配慮


しつつ、株式譲渡益・配当課税の税率の見直しに取り組むとともに、損益通算


の範囲を拡大し、金融所得の一体課税を進めます。 


 
【平成 23 年度大綱】 


○ 格差社会に対応するためにも、累進構造を基本とする所得税について


は、雇用形態や就業構造の変化も踏まえながら、所得再分配機能等を回


復するための改革を進める必要があります。 


  そのため、税率構造の見直しはもとより、高所得者に対して結果的に


有利になっている所得控除の見直しなどによる課税ベースの拡大、さら


には、所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へという改革を


進めます。 


○ 個人住民税の「地域社会の会費」的性格をより明確化する観点から、


所得税における諸控除の見直しや低所得者への影響にも留意しつつ、個


人住民税の諸控除の見直しについて検討を進めます。 


【第３項第１号】 
個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の


回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及


び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引


き上げるとともに、給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わ


せた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯


の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更


に推進すること。 
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 税制改正大綱等 
附則第１０４条 


所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


法人課税 


 
【平成 22 年度大綱】 


○ 租税特別措置の抜本的な見直しなどを進め、これにより課税ベースが


拡大した際には、成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の維持・向


上、国際的な協調などを勘案しつつ、法人税率を見直していくこととします。 


 


 


 
【第３項第２号】 


法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の


強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意し


つつ、課税ベースの拡大とともに、法人の実効税率の引下げを


検討すること。 


 


 


消費課税 


 
（１）消費税 


【平成 23 年度大綱】 


○ 消費税のあり方については、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会


中間整理」（平成 22 年 12 月６日）で指摘された以下の基本的な考え方


などを尊重しつつ、今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、


その具体的内容について、早急に検討を行ってまいります。あわせて、消費


税制度の信頼性を確保していくために、一層の課税の適正化にも着手してい


きます。 


 
『社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・資産」のバランスのとれた


改革を行う中で確保していく。社会保障全体の財源は税制全体で確保し


ていくが、その中でも「国民全体で広く薄く負担する」「安定した税収」


という特徴を有する消費税は非常に重要である。「公平・透明・納得」の


税制を築き、社会全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、


およそ所得税改革だけでなし得るものではなく、消費税を含む抜本改革


に政府は一刻も早く着手すべきである。』 


 


『社会保障の安定・強化を目的に消費税の引き上げを提起する場合に


は、国民の理解と納得を得るためにも、消費税を社会保障の目的税とす


 
【第３項第３号】 


消費課税については、その負担が確実に国民に還元されること


を明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された


年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するた


めの施策に要する費用に充てられることが予算及び決算にお


いて明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。そ


の際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合


的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討する


こと。 
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 税制改正大綱等 
附則第１０４条 


所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


ることを法律上も、会計上も明確にする。その際の「社会保障」とする給


付費の範囲は、まずは高齢者３経費を基本としつつ、現役世代のセー


フティネットの安定・強化についてどこまで対象とすることが適当


か、検討を行っていく。将来的には「社会保障」全体について安定財源


を確保することにより、制度の一層の安定・強化につなげていく。また消費


税率が一定の水準に達し、税・社会保障全体の再分配を見てもなお「逆


進性対策」が必要となった場合には、制度が複雑となり、また政治的


な要因が働きやすい「複数税率」よりも、制度が簡素で、透明性の高


い「還付制度」を優先的に検討する。』 


消費課税 


（つづき） 


（２）車体課税 


【平成 23 年度大綱】 


○ 車体課税については、エコカー減税の期限到来時までに、地球温暖化対策


の観点や国及び地方の財政の状況も踏まえつつ、当分の間として適用されて


いる税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向


で抜本的な見直しを検討します。 


 


（３）地球温暖化対策のための税の導入 


【平成 23 年度大綱】 


○ 我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネル


ギー起源ＣＯ2 排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、平成 23 


年度に「地球温暖化対策のための税」を導入することとします。 


 


【第３項第４号】 
自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい


財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及


び暫定税率を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減


を検討すること。 


 
 
 
 
【第３項第８号】 


低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進す


ること。 


資産課税 


【平成 22 年度大綱】 


○ 今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しに


ついて平成 23 年度改正を目指します。 


【第３項第５号】 
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養


の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税


率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。 
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 税制改正大綱等 
附則第１０４条 


所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


地方税 


【平成 23 年度大綱】 


○ 少子高齢化が進み、社会保障制度を支えている地方自治体の役割がます


ます増大する中で、社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方


消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系


を構築します。 


○ 地域主権改革を進めていく観点からは、地方税源を充実することが必要で


あり、そのための方策の一つとして、個人住民税の充実強化を検討すること


は、地方消費税と並ぶ重要な課題です。 


【第３項第７号】 
地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社


会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を


検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税


源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進め


ること。 
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（参考）税制抜本改革に関するこれまでの主な取組み 
 
個人所得課税 


 


【２２年度税制改正大綱】 


（１） 年少扶養控除の廃止 


・ 支え合う社会づくりの第一歩として、子どもの養育を社会全体で支援するとの観点から、所得税におい


ては、22 年度において、子ども手当の創設とあいまって、０歳から 15 歳までの子どもを控除対象とする扶


養控除を廃止。 


・ 税体系上の整合性の観点等から、個人住民税においても、０歳から 15 歳までの子どもを控除対象とする


扶養控除を廃止。 


（２） 16 歳から 22 歳までの特定扶養控除の見直し 


・ 高校の実質無償化に伴い、所得税においては、16 歳から 18 歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ


部分（25 万円）を廃止。 


・ 税体系上の整合性の観点等から、個人住民税においても、16 歳から 18 歳までの特定扶養親族に対する控


除の上乗せ部分（12 万円）を廃止。 


 


【２３年度税制改正大綱】 


（１） 給与所得控除の見直し 


・ 給与収入が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限を設定。 


・ 役員給与に係る給与所得控除を見直し、4,000 万円超という特別に高額な役員給与については、「勤務費


用の概算控除」部分である、給与所得控除額の２分の１の額を上限とする。 
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・ 特定支出控除を使いやすくする観点から、特定支出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適用判


定の基準を見直し。 


 


（２） 退職所得課税の見直し 


・ 勤続年数５年以内の法人役員等の退職所得について、２分の１課税を廃止。 


・ 退職所得に係る個人住民税（所得割）の額から税額の 10％を控除する仕組みを廃止。 


 


（３） 成年扶養控除の見直し 


・ 本来、成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であること等を踏まえれば、成年者を担税力の


面で配慮が必要な存在として一律に扶養控除の対象に位置付ける必要性は乏しいことから、担税力の減殺


に配慮すべき世帯については負担増にならないように措置した上で、所得税においては、控除の対象を見


直し。 


・ 税体系上の整合性の観点等から、個人住民税についても、成年扶養控除について同様に見直し。 


 


（４） 金融証券税制 


・ 景気回復に万全を期すため、上場株式等の配当・譲渡所得等に係る 10％軽減税率は２年延長し、平成 26 


年１月から 20％本則税率とする。これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所


得等の非課税措置（いわゆる「日本版ＩＳＡ」）の導入時期については、平成 26 年 1 月からとする。これ


らの措置については、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施。 


・ 店頭金融デリバティブ取引に係る所得について、市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に、20％


申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の 3年間の繰越控除を可能とする。 
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法人課税 
 


【２３年度税制改正大綱】 


○ 法人実効税率の引下げ 


・ 法人税率を 30％から 25.5％へと 4.5％引下げ、国税と地方税を合わせた法人実効税率を５％引下げ。 


・ 法人実効税率の引下げに併せて、課税ベースの拡大として、租税特別措置である特別償却や準備金等の


廃止や一部縮減、法人税法上の措置である減価償却制度の償却速度の見直し、大法人に係る欠損金の繰越


控除の一部制限等の措置を講ずる。 


 


消費課税 


 


【２２年度税制改正大綱】 


（１） 揮発油税等の暫定税率の見直し 


・ 揮発油税等の現行の 10 年間の暫定税率は廃止し、その上で、厳しい財政事情や、地球温暖化対策との関


係を踏まえ、当分の間、現在の税率水準を維持。 


（２） 自動車重量税の見直し 


・ 自動車重量税について、現行の 10 年間の暫定税率を廃止した上で、地球温暖化対策の観点から、当分の


間、次世代自動車（電気自動車、ハイブリッド自動車等）には本則税率を適用するとともに、次世代自動


車と比べて、単位重量あたりのＣＯ2 排出量が多いガソリン車等については、本則税率の２倍（自家用乗用


車の場合）の税率を設定等。 
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（３） 自動車取得税の見直し 


・ 自動車取得税について、現行の 10 年間の暫定税率を廃止した上で、地球温暖化対策の観点から、当分の


間、現在の税率水準を維持。 


 


【２３年度税制改正大綱】 


（１） 地球温暖化対策のための税の導入 


・ 石油石炭税に、｢地球温暖化対策のための課税の特例｣を設け、CO2 排出量に応じた税率を上乗せ。 


 （上乗せする税率は、原油及び石油製品については１キロリットル当たり 760 円、ガス状炭化水素につい


ては１トン当たり 780 円、石炭については１トン当たり 670 円） 


 


（２） 消費税の免税事業者の要件の見直し 


・ 消費税の課税売上高が上半期で 1,000 万円を超える場合には、その翌期から課税事業者となるよう免税


事業者の要件を見直し。 


 


（３） 消費税の仕入税額控除におけるいわゆる「95％ルール」の見直し 


・ 課税売上割合が 95％以上の場合に課税仕入れ等の全額を仕入税額控除できる制度については、１年間の


課税売上高が５億円以下の事業者に限定。 
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資産課税 


 


【２３年度税制改正大綱】 


（１） 相続税の見直し 


・ 格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点から、基礎控除を「3,000 万円


＋600 万円×法定相続人数」へ引き下げるとともに、高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から最


高税率を 55％へ引き上げるなど税率構造を見直し。 


・ 死亡保険金の非課税措置について、「相続人の生活安定」という制度趣旨の徹底の必要性や他の金融商品


との間の課税の中立性確保の要請等を踏まえ、算定の基礎となる法定相続人の範囲を縮減。 


・ 物価動向や今般の相続税の基礎控除等の見直しを踏まえ、相続税額から一定額を差し引く未成年者控除・


障害者控除の控除額を引上げ。 


 


（２） 贈与税の見直し 


・ 高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促進する観点から、相続税の負担の適正化と併せ、子や孫


などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、受贈者に孫を加えるなど相続時精算課税制度の対象


範囲の拡大。 
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社会保障改革の推進について（抜粋）
（平成22年12月10日 政府・与党本部決定・平成22年12月14日 閣議決定）


１．社会保障改革に係る基本方針


○ 少子高齢化が進む中、国民の安心を実現するためには、「社会保障の機能強化」


とそれを支える「財政の健全化」を同時に達成することが不可欠であり、それが国


民生活の安定や雇用・消費の拡大を通じて、経済成長につながっていく。


○ このための改革の基本的方向については、民主党「税と社会保障の抜本改革調


査会中間整理」や、「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への


社会保障ビジョン～」において示されている。


○ 政府・与党においては、それらの内容を尊重し、社会保障の安定・強化のための


具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的


確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進


め、その実現に向けた工程表とあわせ、２３年半ばまでに成案を得、国民的な合意


を得た上でその実現を図る。
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平成23年度税制改正大綱（抜粋）
（平成22年12月16日 閣議決定）


12月10日に本部決定され、同14日に閣議決定された「社会保障改革の推進について」


では、今後の社会保障改革について、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整


理」や「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への社会保障ビジョン


～」に示された内容を尊重し、社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とそ


の必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一


体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、平成23年半ばまでに成案を得、


国民的な合意を得た上でその実現を図ることが決定されました。


今後、税制調査会では、この決定を踏まえた政府・与党内の検討と緊密に連携しながら、


早急に税制抜本改革の具体的内容について検討を行っていきます。
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【税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・資産」のバランスのとれた改革を行う中で確保


していく。社会保障全体の財源は税制全体で確保していくが、その中でも「国民全体で広く薄く


負担する」「安定した税収」という特徴を有する消費税は非常に重要である。


○ 国民の理解と納得を得るためにも、消費税を社会保障の目的税とすることを法律上も、会計上


も明確にする。その際の「社会保障」とする給付費の範囲は、まずは高齢者3経費を基本としつ


つ、現役世代のセーフティネットの安定・強化についてどこまで対象とすることが適当か、検討を


行っていく。


○ 将来的には「社会保障」全体について安定財源を確保することにより、制度の一層の安定・強


化につなげていく。


社会保障給付と消費税収の対応関係①
（使途の明確化・区分経理）
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【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 社会保障を支える税財源のあり方を全体として見たときに、消費税の基幹性もまた明白である。


現役世代の人口が減少し、なおかつ雇用の流動化・不安定化が進行する。社会保障制度の基


軸である社会保険については、保険料の主な負担者は現役世代であるが、貧困や格差の拡大


のなかで、保険料負担の逆進性も問題になっている。保険料負担を補完し、また現役世代を支


援するサービスを強める財源は、特定の世代に負担が偏らず広く薄く全世代が負担する財源で


あることが求められる。さらに、景気変動によって税収が左右されにくい安定財源であること、で


きる限り経済に対して中立的な負担であることも求められる。以上の点を総合すると、上述のとお


り所得・資産課税の重要性をふまえつつも、社会保障を支える税財源としては、消費税を基本


に考えていくべきである。


○ 平成21年度税制改正法附則104条においては、「消費税の全額が制度として確立された年金、


医療および介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てら


れること」が決められている。また、この税制改正法に先立って閣議決定された「持続可能な社


会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」」においても、「消費税収は全て国


民に還元し、官の肥大化には使わない」と明記されている。政府は、この考え方を発展させ、消


費税を社会保障目的税とすることも含め、区分経理を徹底するなど、消費税の使途を明確化す


るべきである。


○ 将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税を主たる財源として安定財


源を確保することによって、社会保障制度をより一層安定させる方向を目指すことが求められる。


社会保障給付と消費税収の対応関係②
（使途の明確化・区分経理）
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【税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 現在の社会保障の財源の多くは赤字国債、すなわち将来世代の負担で賄われている。このよ


うな現状は、危機的ともいえる国の財政の面からもこれ以上放置しておくことはできず、「現在の


世代が受ける社会保障は、現在の世代で負担する」状態へ回帰させるために、できるだけ速や


かに税制と社会保障制度一体での具体的な改革案を示し、財政健全化にもつなげる。


【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 未来への投資である社会保障のコストを、将来世代に先送りすることは許されず、安定的財源


の確保ぬきに、新しい社会保障の理念と原則は実現しない。我々は、現在の世代が享受してい


るサービス・給付を賄う費用さえも、その多くを赤字公債のかたちで後代の負担につけ回しして


いる、という現実を直視しなければならない。


○ 社会保障強化だけが追求され財政健全化が後回しにされるならば、社会保障制度もまた遠か


らず機能停止する。しかし、財政健全化のみを目的とする改革で社会保障の質が犠牲になれば、


社会の活力を引き出すことはできず、財政健全化が目指す持続可能な日本そのものが実現し


ない。社会保障強化と財政健全化は、しばしば相反する課題と見なされるが、実は、この二つを


同時達成するしか、それぞれの目標を実現する道はないのである。


社会保障給付と消費税収の対応関係③
（社会保障改革と財政健全化の同時達成）
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消費税の社会保障財源化・区分経理のイメージ


歳 出 歳 入


＜ 現状のイメージ ＞


歳 出 歳 入


＜ 消費税の社会保障財源化・区分経理のイメージ ＞


社会保障給付
の公費負担


基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費
（
国
・
地
方
）


社会保障給付
の公費負担


PB赤字


その他の歳出


消費税収


その他の
税収等


その他の歳出


税収等


その他の税収の
確保や歳出削減


によりPB赤字解消


消費税収
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２０１５年度 ２０２０年度２０１０年度（当初予算ベース）


（注1） 社会保障給付費・消費税収（2015年度及び2020年度）は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年1月）における計数及び後年度影響試算（平成23年1月、24～26年度の社会保障関係費を試算）を用いて、
財務省が機械的に2015年度及び2020年度まで延伸して推計したもの。


（注2） 高齢者3経費の額（2015年度及び2020年度）は、後年度影響試算（平成23年1月、24～26年度の社会保障関係費を試算）を踏まえた各経費の伸び率を用いて、財務省が機械的に2015年度及び2020年度まで延伸して
推計したもの。


12.0兆円
13兆円程度


43兆円程度


15兆円程度


48兆円程度


27兆円程度うち高齢者
３経費


21.5兆円


9.5兆円
14兆円程度 32兆円程度


18兆円程度


33兆円程度


（注3） 2011年1月時点の推計。今後の精査により、数値に異動が生じる場合がありうる。


37.4兆円


○ 国民の理解と納得を得るためにも、消費税を社会保障の目的税とすることを法律上も、会計上も明確にする。その際の「社会保
障」とする給付費の範囲は、まずは高齢者3経費を基本としつつ、現役世代のセーフティネットの安定・強化についてどこまで対象と
することが適当か、検討を行っていく。将来的には「社会保障」全体について安定財源を確保することにより、制度の一層の安定・強
化につなげていく。【税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 社会保障給付に見合った安定財源の確保が、国際公約ともなっている財政健全化の同時達成につながる。


社会保障給付の安定財源確保と財政健全化の同時達成


社会保障給付費
公費負担（国・地方）


消費税収
（国・地方）


平成23年3月26日 集中検討会議への準備作業会合 財務省提出資料より作成


「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）における財政健全化目標（※）達成のための所要額


2021年度以降において、国・地方の公債等残高（対GDP比）を安定的に低下


※上記は制度の「ほころび」に対応する機能強化を含まない試算であり、当該機能強化分の更なる負担が必要となる。


国＋地方 国
基礎的財政収支


[対ＧＤＰ比]
目標値


[対GDP比]
目標達成に必要な


収支改善幅[対ＧＤＰ比]
基礎的財政収支


[対ＧＤＰ比]
目標値


[対GDP比]
目標達成に必要な


収支改善幅[対ＧＤＰ比]


2010年度 ▲30.8 [▲6.4%] ▲32.9 [▲6.8%]
2015年度 ▲21.7 [▲4.2%] ▲ 16.3 [▲3.2%] 5.4 [1.0%] ▲24.8 [▲4.9%] ▲17.4 [▲3.4%] 7.4 [1.5%]
2020年度 ▲23.2 [▲4.2%] 0.0 [0.0%] 23.2 [4.2%] ▲25.8 [▲4.6%] 0.0 [0.0%] 25.8 [4.6%]


（兆円、％）


※ 2010年度の数字は平成22年6月見通し。平成23年1月の見通しでは、国＋地方 ▲30.9[▲6.5%]、国▲34.3[▲7.2%]。


※国・地方及び国の基礎的財政収支赤字（対GDP比）を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化
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【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 行き過ぎた格差や貧困の拡大が、社会の活力をそぐような事態に対しては、社会保障をとお


しての支援と併せて、税制面でも個人所得課税や資産課税において、所得再分配機能を強化


する改革をおこなうことが必要である。


社会保障改革と税制改革


【平成23年度税制改正大綱（平成22年12月16日閣議決定）】


○ 改革に当たっては、平成22年度税制改正大綱でお示しした以下の５つの視点や改革の方向


性を踏まえ、納税者の理解・納得を得ながら、所得課税、消費課税、資産課税全般について改


革を進めていきます。


・ 納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築くこと


・ 「支え合い」のために必要な費用を分かち合うこと


・ 税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること


・ グローバル化に対応できる税制を考えること


・ 地域主権改革を推進するための税制を構築すること
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【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 国民一人ひとりに包括的な支援をおこなうという社会保障の考え方からすれば、国民に身近


なところでサービスを設計し、実行する地方自治体の役割はきわめて重要である。すべての自


治体で、住民の参加と自立を支えることが、地域の自立につながる。また、国民自らが関与する


分権的な社会保障は、社会保障の信頼を大きく高める。したがって、社会保障改革を支える税


制改革のためには、国とともに制度を支えている地方自治体の社会保障負担に対する安定財


源の確保が重要な目標でなければならない。


○ 地方自治体もまた、安定的な公共サービスの供給をとおして地域の経済活力を高め、雇用を


拡大することに責任を負わねばならない。そして、地方自治体のそのような努力を支えるために


も、税源の遍在性が少なく、安定的な税財源を確保することが必要である。また、地方が地域の


実情に応じて住民合意の下に提供するサービスに関しては、独自に財源が確保できるように地


方自治体の課税自主権の拡大・発揮についても検討されるべきである。


地方の財源確保
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【税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 「公平・透明・納得」の税制を築き、社会全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、


およそ所得税改革だけでなし得るものではなく、消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着


手すべきである。


○ 今回の中間整理では個別の社会保障制度の具体的な将来像やその必要財源及びその必要


財源を確保するための具体的な税制改革の方策まで示すに至っていないが、社会保障に対す


る国民の信頼を早急に回復する必要があること、財政状況が極めて厳しいことを踏まえれば、税


と社会保障の抜本改革は一刻の猶予もならない課題であり、少子高齢社会を克服する日本モ


デルに向けて、早急に政府与党で検討を行った上で、国民的な議論に付さなければならない。


【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 社会保障改革と税制改革は一体的におこなわれなければならない。政府は出来るだけ速や


かに、社会保障制度と消費税を含む税制の一体的改革の具体案を作成するべきである。


社会保障と税の一体改革の実施スケジュール
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平成21年度税制改正法 附則104条第1項


政府は、基礎年金の国庫負担割合の２分の１への引上げのための財源措置並びに年金、医療及
び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつ
つ、平成20年度を含む３年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させる
ことを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成
23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。







参考資料


平成２３年５月２３日
社会保障改革担当室


資料３－２



MOFA4192

スタンプ
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収支（フロー）目標
①国・地方の基礎的財政収支：遅くとも2015年度までに赤字対ＧＤＰ比を2010年度から半減、遅くとも2020 年度までに黒字化。
②国の基礎的財政収支：上記と同様の目標
③2021 年度以降も、財政健全化努力を継続


残高（ストック）目標
2021年度以降において、国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させる。


内閣府試算の概要 （「経済財政の中長期試算」平成２３年１月２１日 内閣府）


目標達成に必要な収支改善幅（慎重シナリオの場合）


試算結果


財政健全化目標 （「財政運営戦略」 平成２２年６月２２日 閣議決定）


試算前提 歳出：2012年度、2013年度については、基礎的財政収支対象経費を前年度当初予算の規模で横ばい
歳入：「平成23年度税制改正大綱」で示された税制改正事項を反映し、改正後の税制が継続


（参考）経済成長率（2011年度～2020年度の平均） 慎重シナリオ：名目・実質ともに１％台半ば 成長シナリオ：名目３％、実質２％を上回る


[4.6%]25.8[0.0%]0.0 [▲4.6%]▲25.8[4.2%]23.2[0.0%]0.0[▲4.2%]▲23.22020年度
[1.5%]7.4[▲3.4%]▲17.4[▲4.9%]▲24.8[1.0%]5.4[▲3.2%]▲ 16.3[▲4.2%]▲21.72015年度


[▲6.8%]▲32.9[▲6.4%]▲30.82010年度


目標達成に必要な
収支改善幅[対ＧＤＰ比]


目標値
[対GDP比]


基礎的財政収支
[対ＧＤＰ比]


目標達成に必要な
収支改善幅[対ＧＤＰ比]


目標値
[対GDP比]


基礎的財政収支
[対ＧＤＰ比]


国国＋地方


192.6186.2
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国・地方の公債等残高（対GDP比）（％）


慎重シナリオ　　　　◆
成長戦略シナリオ　●


（兆円、％）
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国・地方の基礎的財政収支（対GDP比）（％）


成長戦略シナリオ　●


慎重シナリオ　　　　◆〔▲6.4％*〕


*　2010年6月に公表した「経済財政


　　の中長期試算」の値


※ 2010年度の数字は平成22年6月見通し。平成23年1月の見通しでは、国＋地方 ▲30.9[▲6.5%]、国▲34.3[▲7.2%]。
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プライマリー・バランス（ＰＢ）の定義について


プライマリー・バランス（ＰＢ）とは、その時点で必要とされる政策的経費を、その時点の税収等でどれ
だけ賄えているかを示す指標（＝政策的経費－税収等）。なお、財政収支とは、利払費の扱いが異なる。


債務残高


ＧＤＰ


このため、「債務残高対ＧＤＰ比」全体の変動は、


「金利」と「経済成長率」の水準によって左右される。


以上を整理すると、


ＰＢが均衡している状態では、


・ 金利 ＞ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は増加


・ 金利 ＝ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は一定


・ 金利 ＜ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は減少


債務残高対ＧＤＰ比を確実に引き下げるためには、


ＰＢに一定の黒字幅を持たせる必要。


ＰＢ均衡時には、債務残高は利払費分だけ
増加。この利払費は、「債務残高×金利」と
して計算。
したがって、ＰＢ均衡時の債務残高は、金利
の水準に比例して増大。


ＧＤＰは経済成長率に比例して増減


ＰＢが均衡している状態では 、債務残高対ＧＤＰ比の分子と分


母は次のとおりに変動。


公債金収入


税収等


政策的経費


債務償還費


利払費


ＰＢ


財政収支


歳 入 歳 出
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○ 年金法では、税制抜本改革により安定財源を確保して、基礎年金国庫負担１/２を恒久化するとしている。


○ ２１・２２年度は、臨時財源を確保して、国庫負担を１/２とした。


○ ２３年度（補正後）は、 法律上、国庫負担割合は１/２であることを明記しつつ、１/２と36.5％との差額は、税制抜本改革
で確保される財源を活用して年金財政に繰り入れることを法制化することとしている。（年金改正法案（修正後））


○ ２４年度以降は、税制抜本改革により確保される財源を活用して対応することとしている。 （年金改正法案）


基礎年金国庫負担１/２の財源について


20年度
36.5％


１/２


23年度～


税制抜本改革で
確保される財源
を活用


税制抜本改革
実施年度以降


国庫負担１/２
恒久化


（安定財源）


21年度


（臨時財源）


22年度


（臨時財源）


基礎年金
国庫負担割合


税制抜本改革で
確保される財源
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附則第16条の２① 特定年度の前年度が平成24年度以後の年度である場合において、当
該特定年度の前年度までの各年度における「基礎年金の給付に要する費用」の一部に充
てるため、当該各年度について「１/２」と「36.5％」の差額に相当する額を、税制の抜本的な
改革により確保される財源を活用して国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の
措置を講ずるものとする。


23年度から税制抜本改革実施年度までの基礎年金国庫負担１/２の財源について


（今国会提出の年金改正法案（修正後）の規定）


附則第14条の３ 国庫は、平成23年度における「基礎年金の給付に要する費用」の一部に充
てるため、同年度について、「36.5％」のほか、「１/２」と「36.5％」との差額に相当する額を負
担する。この場合において、政府は、予算の定めるところにより、当該差額に相当する額及
び平成23年度において当該差額に相当する額が年金特別会計国民年金勘定に繰り入
れられたとした場合に生じるものと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達する
までの金額を、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して、一般会計から年金
特別会計国民年金勘定に繰り入れるものとする。


※ 税制の抜本的な改革： 21年税制改正法附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革


※ 特定年度： 税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度


（趣旨を損なわない範囲で一部省略している。）
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平成23年度の基礎年金国庫負担について


(４月19日 国家戦略担当大臣・財務大臣・厚生労働大臣合意）


標記については、（中略）東日本大震災に対処するために要する費用の財源を確保する等の観点から、
以下のとおりとする。


第１次補正予算時における関連決定事項


○ 法律上、平成23年度基礎年金国庫負担割合は２分の１であることを明記する。


○ ただし、平成23年度の２分の１と36.5％との差額は、税制抜本改革により確保される財源を活用して、
年金財政に繰り入れることを併せて法制化することとする。


平成23年度第１次補正予算等に関して


(４月29日 民主党政策調査会長・自由民主党政務調査会長・公明党政務調査会長合意）


１．子どもに対する手当の制度的なあり方や高速道路料金割引制度をはじめとする歳出の見直し及び法
人税減税等を含む平成23年度税制改正法案の扱いについて、各党で早急に検討を進める。
また、平成23年度第１次補正予算における財源措置として活用した年金臨時財源については、平成


23年度第２次補正予算の編成の際にその見直しも含め検討を行う。
これらを前提として、特例公債を発行可能とするための法案について、各党で、成立に向け真摯に検


討を進める。


２．復旧・復興のために必要な財源については、既存歳出の削減とともに、復興のための国債の発行等に
より賄う。復興のための国債は、従来の国債と区別して管理し、その消化や償還を担保する。


３．年金財政に対する信頼を確保するためにも、社会保障改革と税制改革の一体的検討は必須の課題
であり、政府・与党は、実行可能な案を可及的速やかにかつ明確に示し、国民の理解を求める。
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		⑧　これまでの議論の整理

		⑨  参考資料

		参考資料表紙.pdf

		230523 参考資料（0518セット）












 


 


 


 


 


 


税制抜本改革に係る論点整理 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


各論点について、今回の税制調査会における審議において各委員


から出された主な意見は、別添のとおり。 


 







 1


論  点 
 


個人所得課税  


・ 格差の是正 


・ 所得再分配機能及び財源調達機能の回復 


・ 金融証券税制のあり方 


 


法人課税  


・ 企業の国際的な競争力の維持・向上 


・ 国内への立地の促進と雇用の確保 


・ 国際的な協調等 


 


消費税（今回の議論において提起された論点） 


・ 消費税収の使途・区分経理 


・ 消費税率 


・ いわゆる逆進性対策 


・ 課税の適正化等 


・ 国・地方の配分 


・ 改革の実施（経済との関係） 


 


消費課税（消費税以外）  


・ 地球温暖化対策の観点 


 


資産課税  


・ 格差の是正 


・ 現役世代への生前贈与による財産の有効活用 


 


地方税制  


・  地方分権の推進 


・  国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保 


・  地方消費税の充実 


・  地方法人課税の見直し 


・  個人住民税の充実強化の検討 


・  税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築 
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論点についての整理の方向 


〔個人所得課税〕 


 


 


 


 


 


 


以下の方向性で整理することとしてはどうか。 


 


◎各種の所得控除の見直し 
 
○税率構造の改革 


 


○給付付き税額控除については、所得把握のための
番号制度等を前提に、関連する社会保障制度の見
直しと併せて検討 


 


○金融所得課税の一体化 


 


 
◎平成 23 年度税制改正大綱において、緊要性の高い改革との位


置づけで先行決定した事項がある項目 


 


 


論点（再掲）  
・ 格差の是正 
・ 所得再分配機能及び財源調達機能の回復 
・ 金融証券税制のあり方 
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論点についての整理の方向 


〔法人課税〕 


 


 


 


 


 


 


以下の方向性で整理することとしてはどうか。 


 


◎課税ベースの拡大等と併せ、法人実効税率の引下
げ 


 


 
◎平成 23 年度税制改正大綱において、緊要性の高い改革との位


置づけで先行決定した事項がある項目 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


論点（再掲）  
・ 企業の国際的な競争力の維持・向上 
・ 国内への立地の促進と雇用の確保 
・ 国際的な協調等 
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論点についての整理の方向 


〔消費課税（消費税以外）〕 


 


 


 


 


以下の方向性で整理することとしてはどうか。 


 


◎エネルギー課税については、地球温暖化対策の観
点から、エネルギー起源 CO２排出抑制等を図る
ための税を導入 


 
○地球温暖化対策に係る諸施策を地域において総
合的に進めるため、地方公共団体の財源を確保す
る仕組みについて検討 


 
○車体課税については、地球温暖化対策の観点や国
及び地方の財政の状況も踏まえつつ、簡素化、グ
リーン化、負担の軽減等を行う方向で見直しを検
討 


 


 
◎平成 23 年度税制改正大綱において、緊要性の高い改革との位


置づけで先行決定した事項がある項目 


 


 


 


論点（再掲） 
・ 地球温暖化対策の観点 
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論点についての整理の方向 


〔資産課税〕 


 


 


 


 


 


以下の方向性で整理することとしてはどうか。 


 


◎相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の
適正化 


 
◎世代を超えた資産格差の固定化にも配慮しつつ、
贈与税を軽減 


 


 
◎平成 23 年度税制改正大綱において、緊要性の高い改革との位


置づけで先行決定した事項がある項目 


 


 


 


 


 


 


 


 


論点（再掲）  
・ 格差の是正 
・ 現役世代への生前贈与による財産の有効活用 
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論点についての整理の方向 


〔地方税制〕 


 


 


 


 


 


 


 


以下の方向性で整理することとしてはどうか。 


 
 
 


P 
 


 


 


論点（再掲）  
・ 地方分権の推進 
・ 国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の 


確保 
・ 地方消費税の充実 
・ 地方法人課税の見直し 
・ 個人住民税の充実強化の検討 
・ 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方


税体系の構築 


地方団体からの意見聴取の結果も踏まえ、成案決定
過程で検討 
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論点についての整理の方向（消費税） 
 


論点についての整理の方向 
今回の議論において 


提起された論点 
社会保障改革案（第Ⅲ章、第Ⅴ章） 


「主要税目の改革の方向性」における整理の方向 


〔社会保障改革案第Ⅳ章「税制全体の抜本改革」の（注）に相当〕 


成案決定後、法案策定までに税調
等で検討する制度の詳細設計に


係る事項 


消費税収の使途 


・区分経理 


○ 国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分か
ち合う観点などから、社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税
収（国・地方）を主要な財源として確保する 


○ 消費税収（国・地方）の使途は、現在は国分が予算総則上高齢者三経費
に充てられているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、その全額
の使途を「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並
びに少子化に対処するための施策に要する費用」に拡充する 


○ 消費税を社会保障の目的税とすることを法律上、会計上も明確にするこ
とを含め、区分経理を徹底する等、消費税収（国・地方）の使途を明確
化する（消費税収の社会保障財源化） 


○ 将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税収（国・
地方）を主たる財源として安定財源を確保する 


 ○ 消費税収の使途を明確化するた
めの具体的な措置の検討 


 


消費税率 


○ 改革後の社会保障費用の推計を踏まえ、社会保障給付の規模に見合った
安定財源の確保に向け、まずは、2015 年度までに段階的に消費税率（国・
地方）を 10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源を
確保する 


○ これにより、2015 年度段階での財政健全化目標の達成が見込まれ、「社
会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への一里塚が築かれる


○ 将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税収（国・
地方）を主たる財源として安定財源を確保する（再掲） 


 ○ 具体的な改革のスケジュール等 


 


いわゆる 
逆進性対策 


 


（参考）民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」 


 『消費税率が一定の水準に達し、税・社会保障全体の再分配を見てもなお「逆


進性対策」が必要となった場合には、制度が複雑となり、また政治的な要因


が働きやすい「複数税率」よりも、制度が簡素で、透明性の高い「還付制度」


を優先的に検討する』 


○ 低所得者対策を実施する場合は、複数税率の導入より給
付等による対応を優先的に検討することでよいか。 


○ いわゆる逆進性対策の具体案に
ついて、総合的に検討 


課税の適正化等 


 ○ 消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適
正化等の検討を進めることでよいか。 


○ 以下の諸事項に関する具体的検
討 


・ 簡易課税制度、免税点制度、
インボイス等 


・ 個別間接税との関係等 


国・地方の配分 


○ 消費税収（国・地方）の具体的充当先となる社会保障給付における国と
地方の役割分担に応じた消費税収（国・地方）の配分を実現し、国とと
もに社会保障制度を支える地方自治体の社会保障給付に対する安定財
源の確保を図る 


 ○ 具体的な国・地方間の配分割合 


改革の実施 
（経済との関係） 


○ 税制抜本改革については、経済動向等を踏まえつつ遅滞なく消費税を含
む税制抜本改革を実施する 


 ○ 具体的な改革のスケジュール等 


 


社会保障改革案に盛り込まれた左記の内容に


ついて審議を行い、意見の集約を図る 


社会保障改革案に盛り込まれた左記の内容に


ついて審議を行い、意見の集約を図る 
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社会保障改革案 


 


 


社会保障改革に関する集中検討会議では、本年2月の会議発足以降、震災での


中断を挟み、本日を含め１０回、非公式な準備作業会合を含めれば１４回にわたり、


社会保障改革のあり方について精力的な議論を重ねてきた。 


 本改革案は、2 月以来前回までの会議における各委員からの意見、関係団体・マ


スコミ、関係各省・有識者からのヒアリング、5 月 12 日提出の厚生労働省改革案、


前回及び前々回会議において総理が示した事項、与党（民主党・国民新党）報告等


を総合的に勘案し、社会保障改革の具体的方向について取りまとめたものであ


る。 


 


 


Ⅰ 社会保障改革の全体像 


 


１ 社会保障改革の基本的考え方 


 


現行社会保障制度の基本的枠組みが作られた 1960 年代以降今日までの社会


経済諸情勢の大きな変化を踏まえ、国民の自立を支え、安心して生活ができる社


会基盤を整備するという社会保障の原点に立ち返り、その本源的機能の復元と強


化を図る。 


具体的には、社会保障国民会議、安心社会実現会議以来の様々な議論の積み


重ねを尊重し、昨年 12 月の社会保障改革に関する有識者検討会報告で示された


「３つの理念」「５つの原則」を踏まえ、必要な社会保障の機能強化を確実に実施し、


同時に社会保障全体の持続可能性の確保を図るため、以下の諸点に留意しつつ、


制度全般にわたる改革を行う。 


① 自助・共助・公助の最適バランスに留意し、個人の尊厳の保持、自立・自助


を国民相互の共助・連帯の仕組みを通じて支援していくことを基本に、格差・


貧困の拡大や社会的排除を回避し、国民一人一人がその能力を最大限発揮


し、積極的に社会に参加して「居場所と出番」を持ち、社会経済を支えていくこ


とのできる制度を構築する。 
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② 必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の効率化を同時に行


い、真に必要な給付を確実に確保しつつ負担の最適化を図り、国民の信頼に


応え得る高機能で中長期的に持続可能な制度を実現する。 


③ 給付・負担両面で、世代間のみならず世代内での公平を重視した改革を行  


う。 


④ 社会保障・財政・経済の相互関係に留意し、社会保障改革と財政健全化の


同時達成、社会保障改革と経済成長との好循環を実現する。 


 


 


２ 改革の優先順位と個別分野における具体的改革の方向 


 


（１） 改革の優先順位 


 厚生労働省案に示す「社会保障制度改革の基本的方向性」（１．全世代対応


型・未来への投資、 ２．参加保障・包括的支援（全ての人が参加できる社会）、 


３．普遍主義、分権的・多元的なサービス供給体制、 ４．安心に基づく活力）を 


踏まえ、 


① 子ども・子育て支援、若者雇用対策 


② 医療・介護等のサービス改革 


③ 年金改革 


④ 制度横断的課題としての「貧困・格差対策（重層的セーフティネット）」「低所得


者対策」  


についてまず優先的に取り組む。  


 


（２） 個別分野における具体的改革 


個別分野における具体的改革項目については、 


① 5 月 23 日及び 30 日に総理から示された「安心」３本柱、「支え合い」３本柱、


「成長」３本柱について、着実な実行を図る。 


② 負担と給付の関係が明確な社会保険（＝共助・連帯）の枠組みの強化による


機能強化を基本とする。 


③ ①及び②を前提に、社会の分断・二極化、貧困・格差の再生産の防止の観


点から、社会保険制度において適用拡大や低所得者対策を実施するなどによ


り、セーフティネット機能の強化を図る。 
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④ 世代間のみならず、世代内（特に高齢世代内）での公平の確保、所得再分 


配機能の強化を図る観点から、給付・負担両面での見直しを行う。 


⑤ 医療・介護・保育等のサービス分野における多様な主体の参加、「新しい公


共」の創出など、成長に貢献し、地域に根ざすサービス提供体制の実現を図


る。 


といった点を基本に、必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の


効率化を同時に実施する。 


 


  個別分野ごとの充実項目、重点化・効率化項目の内容及び改革の工程は、


別紙１「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」の欄 A～C に示すとおりで


あり、各改革項目の記述に当たっては、可能な限り具体的な数値目標を示すと


ともに、成長戦略に関係の深い項目についてはその旨付記した。 


 


＜個別分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）＞ 


Ⅰ 子ども・子育て 


  ○ 子ども・子育て新システムの制度実施に伴い、保育等の量的拡充や幼保 


一体化などの機能強化を図る。 


   ・ 待機児童の解消、質の高い学校教育・保育の実現、放課後児童クラブの


拡充、社会的養護の充実 


   ・ 保育等への多様な事業主体の参入促進、既存施設の有効活用、実施体


制の一元化 


Ⅱ 医療・介護等 


  ○ サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診


療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を


行う。 


   ・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実等、地域包括ケア


システムの構築・ケアマネジメントの機能強化・居住系サービスの充実、


施設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの増強 


・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重


複検査・過剰薬剤投与等の削減、介護予防・重度化予防 


 ○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能


の強化・給付の重点化などを図る。 
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  a) 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化 


   ・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市町村国保の財政運営


の都道府県単位化と併せ財政基盤を強化 


  b) 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配


慮、保険給付の重点化 


   ・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化 


   ・ 介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化 


  c) 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化 


   ・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額


負担等の併せた検討 


  d) その他 


   ・ 総合合算制度、高齢者医療制度の見直し、低所得者対策・逆進性対策等


の検討 


・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合


の国庫補助の見直し、高齢者医療費支援金の総報酬割導入、70～74歳2


割負担 


Ⅲ 年金 


 ○ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、「新しい年金制度の創設」


実現に取り組む。 


   ・ 所得比例年金(社会保険方式)、最低保障年金（税財源） 


 ○ 年金改革の目指すべき方向性に沿って、現行制度の改善を図る。 


   ・ 最低保障機能の強化＋高所得者の年金給付の見直し 


・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、第３号被保険者制度の見


直し、在職老齢年金の見直し、産休期間中の保険料負担免除、被用者年


金の一元化 


   ・ デフレ下のマクロ経済スライド、支給開始年齢の引上げ、標準報酬上限


の引上げ 


 ○ 業務運営の効率化を図る（業務運営及びシステムの改善）。 


Ⅳ 就労促進 


 ○ 全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業


率の M 字カーブの解消、年齢にかかわりなく働き続けることができる社会


づくり、障害者の雇用促進に取り組む。 
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 ○ ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を図る。 


 ○ 雇用保険・求職者支援制度の財源について、関係法の規定を踏まえ検討


する。 


Ⅴ Ⅰ～Ⅳ以外の充実、重点化・効率化 


 ・ サービス基盤の整備、医療イノベーションの推進、第２のセーフティネットの 


構築、生活保護の見直し（充実、重点化・効率化）、障害者施策・難病対策の検


討、震災復興における新たな安心地域モデルの提示 


 


[再掲] 貧困・格差対策 ～ 重層的なセーフティネットの構築 


 ○ 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 


 ○ 社会保険制度における低所得者対策の強化 


  ・ 市町村国保・介護保険における低所得者への配慮、高度・長期医療への


対応（セーフティネット機能の強化）、総合合算制度、年金制度における最低


保障機能の強化 


 ○ 第2 のセーフティネットの構築 


  ・ 求職者支援制度の創設、複合的困難を抱える者への伴走型支援 


 ○ 生活保護の見直し 


 


（３） 社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入 


社会保障・税に関わる番号制度は、主として、真に手を差し伸べるべき人に対


する社会保障を充実させ、効率的かつ適切に提供することを目的に導入を目指


すものである。その導入により、国民の負担の公正性を確保するとともに、国民


の利便性の更なる向上を図ることが可能となるほか、行政の効率化・スリム化も


可能となる。 


その導入に当たっては、制度面とシステム面の両面で十分な個人情報保護策


を講じるとともに、費用と便益を示し、国民の納得と理解を得ていく必要がある。


6 月には「社会保障･税番号大綱（仮称）」を策定し、今秋以降可能な限り早期に


国会への法案提出を目指す。 
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Ⅱ 改革後の社会保障費用の推計 


 


１ 機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）にかかる費用 


   子ども・子育て、医療・介護等及び年金の各分野ごとの充実項目、重点化・効


率化項目にかかる費用（公費）の推計は別紙１の欄 D 及び E に示すとおりであ


る。 


 


改革全体を通じて、2015 年度において 


充実による額              3.8 兆円程度 


重点化・効率化による額    ～▲1.2 兆円程度 


を一つの目途として、機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）による追加


所要額（公費）は、約2.7 兆円程度と見込まれる。 


 


2015 年段階における各分野ごとの追加所要額（公費）は、 


Ⅰ 子ども・子育て            0.7 兆円程度 


    （税制抜本改革以外の財源も含めて 1 兆円超程度の措置を今後検討） 


   Ⅱ 医療・介護等           ～1.6 兆円弱程度 


（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 


   Ⅲ 年金                ～0.6 兆円程度 


   再掲：貧困・格差対策        ～1.4 兆円程度 


（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 


 


  と見込まれる。 


 


 


２ 改革後の社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計 


2015 年度における、今回の社会保障改革実施後の社会保障給付にかかる公


費（国・地方）全体の額は別紙２に示すとおり 47.4 兆円と見込まれる。 


このうち、年金・医療・介護及び子ども・子育て分野にかかる費用は 42.0 兆円


と見込まれる。 
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Ⅲ 社会保障・税一体改革の基本的姿 


 


１ 社会保障の安定財源確保の基本的枠組み 


 


（１） 消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保  


民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理等、社会保障財源のあり


方に関する累次の報告や関係法律の規定を踏まえ、国民が広く受益する社会保


障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから、社会保障給付


に要する公費負担の費用は、消費税収（国・地方）を主要な財源として確保す


る。 


   消費税収（国・地方）の使途は、現在は国分が予算総則上高齢者三経費に充


てられているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、その全額の使途を「制


度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処す


るための施策に要する費用」（「社会保障四経費」、平成 21 年度税制改正法附則


104 条）に拡充する。 


 


（２） 消費税収の使途の明確化 


消費税収（国・地方）は全て国民に還元し、官の肥大化には使わない1こととし、


消費税を社会保障の目的税とすることを法律上、会計上も明確にすることを含


め、区分経理を徹底する等、消費税収（国・地方）の使途を明確化する（消費税収


の社会保障財源化）。 


さらに、将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税収


（国・地方）を主たる財源として安定財源を確保することによって、社会保障制度


の一層の安定・強化につなげていく。 


     


（３） 国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保 


上記（１）及び（２）の改革を進めるに当たり、国民一人一人に包括的な支援を


行うという社会保障の考え方からすれば、地域住民に身近なところでサービスを


設計し、実行する地方自治体の役割は極めて重要であり、地方による分権的な


社会保障は、社会保障の信頼を大きく高める。消費税収（国・地方）の具体的充


                                      
1 有識者検討会報告において引用されている「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プロ


グラム」(平成20 年12 月24 日閣議決定)参照 
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当先となる社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた消費税収（国・


地方）の配分を実現し、国とともに社会保障制度を支える地方自治体の社会保


障給付に対する安定財源の確保を図る。 


  また、地方自治体が地域の実情に応じて住民合意の下に提供するサービス


に関しては、独自に財源が確保できるよう、地方自治体の課税自主権の拡大・


発揮について検討する。 


 


（４） 消費税率の段階的引上げ 


上記（１）～（３）及び改革後の社会保障費用の推計を踏まえ、社会保障給付の


規模に見合った安定財源の確保に向け、まずは、2015 年度までに段階的に消


費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源


を確保する。 


 


 


２ 社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成 


 


未来への投資である社会保障のコストを、将来世代に先送りすることは許さ


れない。現在の社会保障給付の財源の多くが赤字公債、すなわち将来世代の


負担で賄われている。このような状況は、社会保障のあり方としても、危機的と


も言える国・地方の財政状況からもこれ以上放置することはできず、「現在の世


代が受ける社会保障は現在の世代で負担する」2との原則に一刻も早く立ち戻る


必要がある。  


今回の社会保障改革の目指すところは、「社会保障の機能強化」と「機能維持


―制度の持続可能性の確保」である。社会保障改革の財源確保と財政健全化は


相反する課題ではなく、両者を同時達成するしか、それぞれの目標を実現する


道はない。3 


 


このような考え方に立って、社会保障・税一体改革においては、改革後の社会


                                      
2 民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理 
3  「社会保障強化だけが追求され財政健全化が後回しにされるならば、社会保障制度もまた遠からず機能停止


する。しかし、財政健全化のみを目的とする改革で社会保障の質が犠牲になれば、社会の活力を引き出すことは


できず、財政健全化が目指す持続可能な日本そのものが実現しない。」（有識者検討会報告） 
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保障給付にかかる費用を踏まえつつ、その安定財源を確保していくことを通じて、


財政健全化を同時に実現する。 


 


《2015 年度における姿》 


具体的には、まずは、2015 年度までに段階的に消費税率（国・地方）を 10％ま


で引き上げ、上記Ⅱ－１で示す「機能強化」にかかる費用、高齢化の進行等によ


り増大する費用及び基礎年金国庫負担２分の１を実現するために必要な費用


（社会保障国民会議では、この３つの経費を合計して「機能強化」として試算して


いる）、後代に付け回しをしている「機能維持」にかかる費用及び消費税率引上


げに伴う社会保障支出等の増加に要する費用を賄うことにより、社会保障の安


定財源確保を図る（別紙３）。    


   これにより、2015 年度段階での財政健全化目標4の達成が見込まれ5、「社会


保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への一里塚が築かれる。 


 


 


Ⅳ 税制全体の抜本改革 


 


社会保障・税一体改革においては、所得、消費、資産にわたる税制全般の改革


を実施していく。 


 


 （注）今後、社会保障・税一体改革の成案に向け、税制調査会において、平成 22


年度・平成 23 年度税制改正大綱等に示された方針を踏まえ、残された税制抜


本改革の課題等の審議を行い、包括的な税制抜本改革の姿を示す。 


 


                                      
4  「財政運営戦略」（平成22 年6 月22 日閣議決定）において、国及び国・地方の基礎的財政収支赤字の対ＧＤＰ


比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化させた上で、2021年度以降において、


国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させることとされている。 
5  財政健全化目標の達成所要額は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年1月）を前提としている（年央に


改訂）。 
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Ⅴ 社会保障・税一体改革のスケジュール 


 


 社会保障改革については、税制抜本改革の実施と併せ、別紙１に示された工程


表に従い、各分野において遅滞なく順次その実施を図る。 


 税制抜本改革については、経済動向等を踏まえつつ遅滞なく消費税を含む税制


抜本改革を実施するため、平成 21 年度税制改正法附則 104 条に示された道筋に


従って平成 23 年度中に必要な法制上の措置を講じる。 


 上記のスケジュールに基づき、国民の理解と協力を得ながら社会保障と税制の


改革を一体的に進める。 


 


 


Ⅵ 経済成長との好循環の実現 


 


 成長と安心、社会保障と経済成長は車の両輪であり、持続的な経済成長がなけ


れば社会保障の財政的安定も実現できない。社会保障は需要・供給両面で経済成


長に寄与する機能を有しており、医療や介護分野での雇用創出や新たな民間サー


ビス創出のための環境整備、ＩＣＴなどのテクノロジーを活用した社会保障費用の


最適化、サービスの質の向上、医療イノベーション、ライフイノベーションの推進、


ドラッグラグ・デバイスラグの早期解消、先進医療制度の運用改善、民間企業を含


めた多様な事業主体の新規参入促進、「新しい公共」の創造など、利用者・国民の


利便の向上と新たな産業分野育成の観点からの諸改革を進める。 







・ ０～２歳児保育の量的拡充・
体制強化等（待機児童の解消）


・ 質の高い学校教育・保育
の実現（幼保一体化の実現）


・ 総合的な子育て支援（家庭や
地域における養育の支援）の充実


・ 放課後児童クラブの拡充


・ 社会的養護の充実


放課後児童クラブの利用児童数
2010年 81万人→2014年 111万人


３歳未満児の保育の利用率
2010年 23％→2014年 35%(2017年 44％)


新システム具体案を早
期にとりまとめ


税制抜本改革とともに
法案提出


○ 女性の就業率の向上 ☆


○ 保育等の従業者の増加 ☆


社会保障改革の具体策、工程及び費用試算社会保障改革の具体策、工程及び費用試算


1


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


０．７兆円程度子ども
子育て
計


０．７兆円程度 １兆円超程度


－


「☆」成長戦略に特に関係が深い項目


０．７兆円程度 １兆円超程度


※ 税制抜本改革
以外の財源も
含めて
１兆円超程度
の措置を
今後検討


※ 左記の措置に
係る所要額に
ついては、
新システムの
検討において
今後検討


※ 税制抜本改革以外の財源も含めて
１兆円超程度の措置を今後検討


※ 税制抜本改革以外の
財源も含めて１兆円
超程度の措置を今後
検討


※ 左記の措置に係る
所要額については、
新システムの検討
において今後検討


・ 指定制の導入による保育等への
多様な事業主体の参入促進 ☆


質を確保するための基準と併せて
質の改善を図る


・ 幼稚園などの既存施設の有効活用
や、小規模保育、家庭的保育などの
多様な保育の推進


・ 国及び地方における実施体制の
一元化


（「子ども家庭省（仮称）」の創設等）


女性（25～44歳）の就業率
2009年 66％ → 2020年 73％


・ 制度・財源・給付について
包括的・一元的な制度を構築


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E


○ 子ども・子育て新システムの制度実施に伴う保育等の量的拡充、
幼保一体化などの機能強化


別紙１







・ 病院・病床機能の分化・強化と連携
（急性期医療への医療資源の集中投入、
亜急性期・慢性期医療の機能強化等
による入院医療の機能強化、精神保健
医療の改革、医師の偏在是正等）


・ 在宅医療の充実等（診療所等における
総合的な診療や在宅療養支援機能の
強化・評価、訪問看護等の計画的整備等）


・ 平均在院日数の減少等
（▲4,300億円程度）


・ 外来受診の適正化等（生活習慣病予防、
医療連携、ＩＣＴ、番号、保険者機能の強化
等）（▲1,200億円程度）


・ ＩＣＴの活用による重複受診・重複
検査、過剰な薬剤投与等の削減


・ 地域包括ケアシステムの構築等在宅介護の
充実、ケアマネジメントの機能強化、
居住系サービスの充実 等


・ 施設のユニット化


・ 介護予防・重度化予防
・ 介護施設の重点化（在宅への移行）


（▲1,800億円程度）


・ 上記の重点化に伴うマンパワー増強 ☆


○ 医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化
～診療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備～


～０．６兆円
程度


～２．３兆円
程度


０．４兆円程度 １．３兆円程度


△０．１兆円程度 △０．６兆円程度


０．１兆円程度 １．２兆円程度


０．２兆円程度 ０．４兆円程度


高度急性期の職員等：2025年に現行
ベースより２倍増


一般急性期の職員等：2025年に現行
ベースより６割程度増


在宅医療等：2011年 17万人/日
→ 2025年 29万人/日


外来患者数：2025年に現行ベース
より５％程度減少


GH、小規模多機能：2011年 21万人/日
→ 2025年 77万人/日


居住系・在宅介護：2011年 335万人/日
→ 2025年 510万人/日


要介護認定者数：2025年に現行
ベースより３％程度減少


医療介護従事者：2011年 462万人
→ 2025年 704～739万人


（1.6倍程度）
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充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


～１．４兆円程度 ～０．７兆円程度


（2,400億円程度）


医療・
介護①
小計


・2012年以降、診療
報酬・介護報酬の
体系的見直し


・基盤整備のための
一括的な法整備：
2012年目途に
法案提出


・2025年頃までに
医療・介護サービス
のあるべき姿を実現


（上記の機能分化等が全て実現する場合の試算）


（8,700億円程度）


（2,500億円程度）


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E


○平均在院日数：2011年 19～20日程度
→ 2025年 高度急性期：15～16日程度


一般急性期： ９日程度
○病床数：概ね現状水準
○精神医療：2025年に在院日数１割程
度減少







ｃ 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化


・ 長期高額医療の高額療養費の見直し
（長期高額医療への対応、所得区分の
見直しによる負担軽減等）による負担
軽減（～1,300億円程度）


※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動


ｄその他
・ 総合合算制度（番号制度等の情報連携
基盤の導入が前提）
・ 高齢者医療制度の見直し（高齢者医療
制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、
高齢世代・若年世代にとって公平で納得
のいく負担の仕組み）
・ 低所得者対策・逆進性対策等の検討


○ 保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・
給付の重点化、逆進性対策


・ 受診時定額負担等（高額療養費の見直し
による負担軽減の規模に応じて実施。
例えば、初診・再診時100円の場合、
▲1,300億円）


～１兆円弱
程度


－


－


－


総合合算制度
～０．４兆円程度


・ 介護納付金の総報酬割導入
（完全実施すれば▲1,600億円）


・ 軽度者に対する機能訓練等重度化予防に
効果のある給付への重点化


税制抜本改革とともに、
2012年以降速やかに
法案提出


順次実施


総合合算制度：
2015年の番号制度
以降導入


・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の
患者負担の見直し（医薬品に対する
患者負担を、市販医薬品の価格水準も
考慮して見直す）


・ 国保組合の国庫補助の見直し
・ 高齢者医療費の支援金の総報酬割導入
・ 70～74歳２割負担


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


１兆円程度
（改革の内容により変動）


（＝完全実施の場合▲1,600億円）
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～０．５兆円程度
（改革の内容により変動）


医療・
介護②
小計


医療・
介護計


～１．６兆円弱
程度


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


～２．４兆円程度
（改革の内容により変動）


～１．２兆円程度
（改革の内容により変動）


～２．３兆円
程度


～０．３兆円程度
･･･被用者保険の


適用拡大、
総報酬割と
併せて検討


～０．１兆円程度
･･･受診時定額


負担等と
併せて検討


ａ 被用者保険の適用拡大と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化


・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大


・ 市町村国保の財政運営の都道府県単位化
と併せ財政基盤を強化
（低所得者保険料軽減の拡充等


（～2,200億円程度））
※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動


ｂ 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、
保険給付の重点化


・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化
（～1,300億円）


※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E


例えば雇用保険並びにまで拡大
すると、約400万人







～０．６兆円
程度


～０．７兆円
程度


【現行制度の改善】
○ 最低保障機能の強化
・ 低所得者への加算
・ 障害基礎年金への加算
・ 受給資格期間の短縮


※ 低所得者・障害基礎年金への加算について
は、加算対象者・加算水準・資産調査の有無
等によって財政規模が変動


※ 上記金額は、年収65万円未満(単身の場合)
の者等に対して、月額1.6万円（7万円と老齢
基礎年金の平均額5.4万円の差）を加算する
等の前提


○ 高所得者の年金給付の見直し


低所得者への加算と併せて検討
なお、公的年金等控除を縮減すること
によって対応することについても併せ
て検討


※ 高所得者の年金給付の見直しについては、
減額対象者によって財政規模が変動


※ 仮に、年収1,000万円以上から減額開始
（1,500万円以上は公費負担分を全額減額）
とすると▲450億円程度公費縮小


0.6兆円
程度


国民的な合意に向け
た議論や環境整備を
進め、実現に取り組
む


税制抜本改革ととも
に、2012年以降
速やかに法案提出


順次実施
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（注２）


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E


【新しい年金制度の創設】
「所得比例年金」と「最低保障年金」の
組み合わせからなる一つの公的年金制度
にすべての人が加入する


○ 所得比例年金（社会保険方式）
・ 職種を問わず全ての人が同じ制度に加入
し、所得が同じなら同じ保険料、同じ給付
・ 保険料は15％程度(老齢年金に係る部分)
・ 納付した保険料を記録上積み上げ、仮想の
利回りを付し、その合計額を年金支給開始
時の平均余命などで割って、毎年の年金額
を算出


○ 最低保障年金（税財源）
・ 最低保障年金の満額は7万円（現在価額）
・ 生涯平均年収ベース（＝保険料納付額）で
一定の収入レベルまで全額を給付し、それ
を超えた点より徐々に減額を行い、ある
収入レベルで給付額をゼロとする


・ 全ての受給者が、所得比例年金と最低保障
年金の合算で、概ね７万円以上の年金を
受給できる制度とする







● 短時間労働者に対する厚生年金の適


用拡大


● 第３号被保険者制度の見直し
・ 新しい年金制度の方向性（二分二乗）
を踏まえつつ、不公平感を解消する
ための方策について検討


● 在職老齢年金の見直し
・６０歳代前半の者に係る調整限度額を、
６０歳代後半の者と同じとすることを
検討


● 産休期間中の保険料負担免除


● 被用者年金の一元化


【業務運営の効率化】
業務運営及びシステムの改善


○ デフレ下のマクロ経済スライド
・仮に、特例水準を3年間で解消すると、年金額
が▲2.5％削減され、毎年0.1兆円程度公費縮小
・その後、仮にデフレである年にも▲0.9％のマク
ロ経済スライドをすると、毎年
0.1兆円程度の公費縮小
※ デフレでない年のマクロ経済スライドの


発動による給付抑制は、現行制度で織り込
み済み


○ 支給開始年齢引上げ
・ 先進諸国（欧米）の平均寿命・受給開始年齢を
十分参考にし、高齢者雇用の確保
を図りつつ、 68～70歳へのさらなる引上げを視


野に検討
・ 厚生年金の支給開始年齢引上げスケジュール
の前倒しを検討
・ 基礎年金の支給開始年齢を引き上げる場合、
１歳引き上げる毎に、引上げ年において0.5兆円
程度公費縮小


● 標準報酬上限の引上げ


・ 健康保険制度を参考に見直しを検討


例えば雇用保険並びにまで拡大
すると、約400万人


（●は公費への影響なし）


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


（注２）


０．６兆円程度
（改革の内容により変動）


年金
計


～０．６兆円程
度


～０．７兆円程
度


影響額は改革の
内容により変動


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E
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2015年度の上記の所要額（公費）合計 ＝ 約２．７兆円程度
（充実3.8兆円程度、重点化・効率化～▲1.2兆円程度を一つの目途）


2012年以降速やかに
法案提出


順次実施


※ 今後、｢現行制度の
改善」全体について、
検討の場とスケジュール
を明確化した上で、
法案提出に向けて検討







○サービス基盤の整備
・あるべき医療・介護サービス提供体制の実現、こども園・保育サービス・放課後
児童クラブ等のサービス目標達成に必要な基盤整備


○医療イノベーションの推進 ☆
・国際水準の臨床研究中核病院等の創設
・日本発のシーズを実用化につなげるための実務的な相談支援
・独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の体制強化
・保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏まえたイノベーションの評価等
のさらなる検討


○第２のセーフティネットの構築
・求職者支援制度の創設
・求職者支援制度をはじめとした第２のセーフティネット施策の切れ目ない連携
・生活保護受給者等に対する就労支援
・複合的困難を抱える者への伴走型支援


・住宅支援の仕組みの検討


○生活保護の見直し
・稼得能力を有する生活保護受給者向け自立・就労支援メニューの充実と支援強化
・子どもの貧困連鎖の防止
・不正受給対策の徹底
・客観的データに基づく生活保護基準の検討


○障害者施策
・障がい者制度改革推進本部において、制度の谷間のない支援の提供、
障害者の地域移行や地域生活の支援について検討


○難病対策
・長期高額医療の高額療養費の見直し（再掲）など難病医療費の支援のあり方の検討


○震災復興
・新たな安心地域モデルの提示


○計画的・集中的基盤整備


○臨床研究中核病院等：2011年度から３年間で１５か所程度創設
○臨床研究中核病院等に対し、継続的に研究費を重点配分
○ＰＭＤＡの審査体制等の強化：2013年度末までに常勤数を
751名に増員（2011年4月1日現在648名）。引き続き、
合理化・効率化を図りつつ、さらなる強化策を検討


○先進医療制度の申請・審査手続きの効率化：2011年度からの
実施に向け検討


○求職者支援制度：2011年度創設
○引き続き総合的に推進
○事業の継続実施
○ワンストップ・伴走型の市町村主導の専任機関の設置
(順次設置)


○関連制度の改革と併せ検討


○生活保護基準：基準部会（2011年４月開始）において、
2012年末までに検証を実施


○生保基準以外：国と地方の協議の開催（2011年5月開始）
→必要に応じて法案提出


○障がい者制度改革推進本部の検討を踏まえ、障害者総合福祉法
（仮称）の2012年法案提出


○引き続き制度横断的に検討


○震災復興の検討の中で対応


工程
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プログラム参加者数及び就労・増収者の増加


(注１)費用試算は、厚生労働省の「社会保障制度改革の方向性と具体策」(平成23年５月12日)及びその関連の医療・介護に係る推計等の他、社会保障改革に関する集中検討会議での提案も盛り込んで機械的に試算したもの。
(注２)基礎年金国庫負担２分の１財源については、税制抜本改革により措置する。税制抜本改革実施までの各年度分の繰入れも適切に行われるよう、必要な措置を講じる。
(注３)雇用保険法：雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃止する。


求職者支援法：法施行後３年を目途とした特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に関する費用負担の在り方について速やかに検討する。


○全員参加型社会の実現 ☆
・ジョブ・カードの活用等による若者の
安定的雇用の確保


・女性の就業率のM字カーブの解消
・超高齢社会に適合した雇用法制の検討など
年齢にかかわりなく働き続けることが
できる社会づくり


・福祉から就労への移行等による障害者の
雇用促進


○ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現
・非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための総合的ビジョンの策定
・有期契約労働者の雇用の安定や処遇の改善に向けた法制度の整備の検討
・長時間労働抑制やメンタルヘルス対策による労働者の健康・安全の確保


○雇用保険・求職者支援制度の財源の検討


・就業率
2009年 75％ → 2020年 80％


（若者： 74％ → 77％ ）
（女性（25～44歳）：


66％ → 73％ ）
（高齢者：57％ → 63％ ）


・ジョブ・カード取得者 300万人 (2020年)
・障害者の実雇用率 1.8％ (2020年)


○就労促進策の継続的推進


○総合的ビジョン：2011年に策定
○法制度整備：2011年度 労働政策審議会で結論、所要の見直し措置
○労働安全衛生法改正法案について、早期国会提出に向け検討


○雇用保険法、求職者支援法の規定（注３）を踏まえ検討


充実、重点化・効率化







総合合算制度
～０．４兆円程度


１．社会保険の適用拡大


a 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大


b 被用者保険の適用拡大と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化


・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大（完全実施の場合△1,600億円）


２．社会保険制度における低所得者対策の強化


a 市町村国保の財政運営の都道府県単位化と併せ財政基盤を強化
（低所得者保険料軽減の拡充等（～2,200億円程度））
※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動


b 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、保険給付の重点化


・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化（～1,300億円）
※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動


c 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化


・ 長期高額医療の高額療養費の見直し（長期高額医療への対応、所得区別の見直しによる負担軽減等）による


負担軽減（～1,300億円程度）
※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動


d 総合合算制度（番号制度等の情報連携基盤の導入が前提）


e 年金制度の最低保障機能の強化
・ 低所得者への加算
・ 障害基礎年金への加算
・ 受給資格期間の短縮


※ 低所得者・障害基礎年金への加算については、加算対象者・加算水準・資産調査の有無等によって財政規
模が変動
※ 上記金額は、年収65万円未満(単身の場合)の者等に対して、月額1.6万円（7万円と老齢基礎年金の平均額
5.4万円の差）を加算する等の前提


３．第２のセーフティネットの構築
a 求職者支援制度の創設（費用負担の在り方の検討を含む）


b 複合的困難を抱える者への伴走型支援


c 生活保護受給者等に対する就労支援


d 住宅支援の仕組みの検討


４．最後のセーフティネットである生活保護の見直し（充実、重点化・効率化）
・ 稼得能力を有する生活保護受給者向け自立・就労支援メニューの充実と支援強化
・ 子どもの貧困連鎖の防止
・ 不正受給対策の徹底
・ 客観的データに基づく生活保護基準の検討


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））A D


（0.6兆円程度）


～０．３兆円程度
･･･被用者保険の適用拡大、総報酬割


と併せて検討


～０．１兆円程度
･･･受診時定額負担等と併せて検討


～１．４兆円程度
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～０．６兆円程度
･･･高所得者の年金給付の見直し


と併せて検討







 







給付費 計121.9兆円


社会保障に係る国・地方公費 計47.4兆円


 基礎年金
 高齢者医療
 介護保険


年 金 ・ 医 療 ・ 介 護


 高齢者以外の医療給付に係る費用 等


子 ど も ・ 子 育 て


 保育サービス
 現金給付 等


※ 消費税収（国・地方）の使途は、現在は国分が予算総則上高齢者三経費に充てられているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、その全額を「制度として確立された年金、
医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」（「社会保障４経費」、平成21年度税制改正法附則104条）に拡充。本経費は2011年度予算
ベースでは32.0兆円。


※ 給付費には、別紙１「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」における「Ⅱ 医療・介護等② 「保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強
化・給付の重点化、逆進性対策」」（所要額（公費） ～1兆円弱程度）及び「Ⅲ 年金」（所要額（公費） ～0.6兆円程度）にかかる費用は含まれていない。


年金・医療・介護・子ども・子育て 計42.0兆円


（高齢者三経費）


改革後の社会保障給付の全体像（2015年度ベース）


【改革案】


重点化・効率化対策


 雇用保険、求職者支援


 若年者就労促進等


 提供体制の機能強化


 保険制度の機能強化


医療・介護


 国庫負担２分の１


 最低保障機能強化


年金


 こども園、保育サービス等の量的拡大


 保育の質の改善


子ども・子育て


 医療介護サービスの効率化
（在院日数の減少等）


 保険給付の重点化 等


 住宅支援、伴走型支援


 医療イノベーション


【改革後】


別紙２







社会保障給付費（※） 2011年度（予算ベース） 107.8兆円 （対ＧＤＰ比 22.3%）


※ 社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。


保険料 59.6兆円（60%） 税 39.4兆円（40%）


うち被保険者拠出
31.8兆円（32%）


うち事業主拠出
27.8兆円（28%）


うち国
29.3兆円（30%）


うち地方
10.1兆円
（10%）


国（一般会計） 社会保障関係費等
※2011年度予算


社会保障関係費 28.7兆円（一般歳出の53.1%を占める）


積
立
金
の
運
用
収
入
等


各制度における
保険料負担


都道府県
市町村


（一般財源）


年金 53.6兆円（50%）


《対ＧＤＰ比 11.1%》


医療 33.6兆円（31%）


《対ＧＤＰ比 6.9%》


【負担】


社会保障の給付と負担の現状（2011年度予算ベース）


【給付】 社会保障給付費


福祉その他
20.6兆円（19%）
《対ＧＤＰ比 4.3%》


うち介護7.9兆円（7%）
《対ＧＤＰ比 1.6%》







平成21年度税制改正法附則104条


「消費課税については、その負担が確実
に国民に還元されることを明らかにする
観点から、消費税の全額が制度として確
立された年金、医療及び介護の社会保障
給付並びに少子化に対処するための施
策に要する費用に充てられることが予算
及び決算において明確化されることを前
提に、消費税の税率を検討する」


国 分


7.2兆円


高齢者３経費
（国分）


17.2兆円


消費税収
（国・地方）
12.8兆円


社会保障の安定財源確保の基本的枠組み


10.0兆円


地 方 分


5.6兆円


予算総則上、消費税の収入（国分）は高齢者3経費（基礎年金、
高齢者医療、介護保険）に充てることとされている。


充当
⇒「高齢者３経費」を基本としつつ、今後は、
その全額の使途を「制度として確立された
年金、医療及び介護の社会保障給付並び
に少子化に対処するための施策に要する
費用」に拡充することが、消費税率の検討
の前提。


（注） 計数は2011年度（当初予算ベース）。


別紙３
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（注１） 消費税収（国・地方）を充当する社会保障給付の具体的範囲（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。当該範囲における社会保障給付における国・
地方の役割分担に応じ、消費税収を国・地方に配分。


（注２） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」（平
成21年度税制改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。


（注３） 2015年度の消費税収は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年１月）に基づく推計（年央に改訂）。


うち
高齢者３経費


22.1兆円


32.0兆円


消費税収
（国・地方）
12.8兆円


37.0兆円


社会保障給付と消費税収（国・地方）の対応関係


（２０１１年度）


消費税収
（国・地方）
13.5兆円


9.3兆円
（４％相当）


12.8兆円
（５％弱相当）


うち
高齢者３経費


26.3兆円


社会保障4経費


（国・地方）


（２０１５年度）


現状ベース 改革後ベース


消費税収
（国・地方）


うち
高齢者３経費 ５％


制度改革に伴う増及び
消費税引上げに伴う社
会保障支出の増社会保障4経費


（国・地方）


社会保障4経費


（国・地方）


現行５%
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社会保障改革の安定財源の確保


機能強化 ３％相当


・制度改革に伴う増 １％相当
・高齢化等に伴う増 １％相当
・年金2分の1（安定財源） １％相当


機能維持 １％相当


消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増 １％相当


5％相当の


安定財源の
確保


※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源


消費税収
（国・地方）


うち
高齢者３経費


社会保障4経費


（国・地方）


（2015年度）


改革後ベース


５％


５％


（注２） 高齢化等に伴う増は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸びを超える増加のことである。


（注１） 消費税引上げに伴う社会保障支出等の増には、消費税を引き上げた場合に増加する国・地方の物資調達にかかる支出も含まれる。所要額は、財務省推計（ 2011年5月時点）であり、
今後各年度の予算編成過程において精査が必要。


（注３） 機能強化の額は、厚労省による推計（2011年5月時点）。機能強化の具体的な内容は、別紙１のとおり。


制度改革に伴う
増及び消費税引
上げに伴う社会
保障支出の増
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（注２）消費税収（国・地方）を充当する社会保障給付の具体的範囲（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。当該範囲における社会保障給付における国・地方の役割分担
に応じ、消費税収を国・地方に配分。


機能強化 3％相当


・制度改革に伴う増
・高齢化等に伴う増
・年金2分の1（安定財源）


うち高齢者３経費


基礎的財政収支
（ＰＢ）対象経費


（国・地方）


税収・税外収入
（国・地方）


社会保障給付費
公費負担
（国・地方）


消費税収
（国・地方）


年金２分の１（臨時財源）


消費税収
（国・地方）


機能維持 1 ％相当


制度改革に伴う増 １％相当


充当


ＰＢ赤字
（国・地方）


うち高齢者３経費


消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増


基礎的財政収支
（ＰＢ）対象経費


(国・地方)


税収・税外収入
（国・地方）


ＰＢ赤字（国・地方）（対GDP比）改善


＝財政健全化目標との整合性社会保障給付費
公費負担
（国・地方）


（2015年度） （2015年度）


社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成


その他歳出に係る
ＰＢ赤字


消費税引上げに伴う


社会保障支出等の増


1 ％相当


高齢化等に伴う増 １％相当


内
閣
府
試
算
（23
年
1
月
）か


ら
の
Ｐ
Ｂ
改
善
（国
・地
方
）


制度改革に伴う増 １％相当


改
革
に
伴
う
新
規
歳
出
増
に


見
合
っ
た
安
定
財
源
の
確
保


２％


３％


年金2分の1 １％相当


１％相当


現状ベース 改革後ベース


※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源


2011年度から


の自然増


高齢化等に伴う増 １％相当


その他歳出に係る
ＰＢ赤字


（注１） 「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）における財政健全化目標において、国・地方及び国の基礎的財政収支赤字の対GDP比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、
2020年度までに黒字化することとされている。内閣府試算（平成23年1月）の2015年度の試算結果からは、消費税率換算で約3％のPB（国・地方）の改善が必要。


充当範囲を拡充


充当


（注３）改革後ベースにおける「高齢化等に伴う増」は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸び（「機能維持」に含まれる）を超える増加のことである。
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消費税収（国･地方）の社会保障財源化・区分経理のイメージ （参考）


歳 出 歳 入


＜ 現状のイメージ ＞


歳 出 歳 入


＜ 将来のイメージ＞


社会保障給付
公費負担
（国・地方）


基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費
（
国
・
地
方
）


社会保障給付
公費負担
（国・地方）


PB赤字


（国・地方）


その他の歳出


消費税収
（国・地方）


その他の
税収等


その他の歳出


税収等


その他の税収の確保
や歳出削減によりPB
赤字（国・地方）解消


消費税収
（国）


将来的には、社会保障
給付にかかる公費全体
について、消費税収
（国・地方）を主たる財
源として安定財源を確
保することによって、社
会保障制度の一層の
安定・強化につなげて
いく。
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